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平成２５年塩尻市議会９月定例会 

総務環境委員会会議録 
 

○日  時  平成２５年９月１２日（木）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項   

 議案第１号 平成２４年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳入全般、歳出１款議会費、２款総 

務費（１項総務管理費１４目人権推進費及び１６目市民交流センター費を除く）、３款民生費中１ 

項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医療 

運営費及び４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健衛生費６目環境保全費のうち合併処理浄 

化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９款消防費、１２款公債費、１３款諸支出 

金、１４款予備費、財産に関する調書 

○出席委員・議員 

委員長  古畑  秀夫 君        副委員長  横沢  英一 君 

        委員  山口  恵子 君          委員  森川  雄三 君 

委員  青柳  充茂 君          委員  柴田   博 君 

委員  塩原  政治 君          委員  中原  輝明 君 

議長  五味  東条 君          

○欠席委員  

なし 

────────────────────────────────── 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 

────────────────────────────────── 

○議会事務局職員 

事務局長  宮本  京子 君     事務局次長  石川   忍 君 

庶務係長  小澤  秀美 君 

────────────────────────────────── 

午前９時５８分 開会 

○委員長 おはようございます。定刻より少し早いですが、全員おそろいでございますので、ただいまから９月

定例会総務環境委員会を開会いたします。本日の委員会は、委員全員が出席しております。 

それでは、審議に入る前に理事者から挨拶があれば、お願いします。 

────────────────────────────────── 
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理事者挨拶 

○副市長 おはようございます。委員会をお開きをいただきまして、大変ありがとうございます。本委員会にお

きましては条例案件のほか、とりわけ平成２４年度の一般会計ほかの歳入歳出決算認定をお願いしてございます。

どうぞよろしく御審議をいただきまして、原案どおりお認めいただきますようお願い申し上げて、挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 では、本日の日程について申し上げます。当委員会に付託された議案は、別紙委員会付託案件表のと

おりです。日程について副委員長から説明させます。 

○副委員長 おはようございます｡それでは、本委員会の日程、御説明させていただきたいと思いますが、本日

とあすの２日間行うわけでございますが、案件が多いため現地視察は予定しておりません。懇親会は９月の定例

会の最終日に行われるということになっておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。以上でござ

います。 

○委員長 ただいまから議案の審査を行います。円滑な議事進行のため簡潔明瞭な説明、質問、答弁を心がけて

いただきますよう御協力をお願いいたします。また、発言に際しましては必ずマイクを通していただきますので、

スイッチ等に気をつけて発言をお願いいたします。説明者、答弁者にはワイヤレスマイクを回していただいて、

マイクのスイッチを確認の上、発言をお願いいたします。議事進行への御協力をお願いいたします。 

 それでは、議案審査に入る前に普通会計の決算概要についてお手元の大きな資料ですが、説明をお願いいたし

ます。 

○財政課長 それでは、普通会計決算の概要について説明をさせていただきます。決算説明資料の６０ページに

もございますけれども、そのカードを拡大したものを使って説明をさせていただきます。説明資料の１２０ペー

ジでございました。申しわけございません。それは、小さくて大変見にくいものですから、Ａ３に拡大したもの

を委員さん方には配付をさせていただいております。よろしくお願いいたします。この表につきましては、総務

省が全国的に統一したルールに基づきまして、決算状況を調査する財政状況調査、一般的には決算統計というふ

うに言われておりますけれども、その結果をまとめたものでございます。本市につきましては、一般会計のほか

に住宅新築資金等貸付事業特別会計、また奨学資金貸与事業特別会計を合わせまして１つの会計として計上をし

ております。また、この会計間におきます繰り入れですとか、繰出金といった重複部分につきましては、相殺を

して処理をしておりますので、御承知いただきたいと思います。 

（資料「平成２４年度普通会計決算状況」説明） 

○委員長 普通会計の決算概要について説明をいただきましたが、この件について質問がありますか。審査して

いく中で何かありましたら、また質問をいただきたいと思いますが、よろしいですか。 

────────────────────────────────── 

議案第１号 平成２４年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳入全般、歳出１款議会費、２款総 

務費（１項総務管理費１４目人権推進費及び１６目市民交流センター費を除く）、３款民生費中１ 

項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医療 

運営費及び４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健衛生費６目環境保全費のうち合併処理浄 

化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９款消防費、１２款公債費、１３款諸支出 
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金、１４款予備費、財産に関する調書 

○委員長 それでは、議案第１号平成２４年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

慣例によって歳出から説明をしていただきますが、たくさんありますので区切って行います。初めに歳出１款議

会費６４ページから２款総務費１項１７目公平委員会費９９ページまでの説明を求めます。説明者は議案にあわ

せて適宜入れかえを行ってください。それでは、説明をお願いいたします。 

○議会事務局次長 それでは、１款議会費から御説明をさせていただきます。決算書あわせて決算説明資料をご

らんいただきたいと思います。まず、最初でございますけども、決算書６４、６５ページをごらんいただきたい

と思います。議会費でございますけども、全体で２億４，１８５万円余の決算額となっております。なお、一般

給与費、人件費等につきましては、後ほど人事課のほうから説明がありますので省かせていただきます。 

 それでは、６５ページの備考欄をごらんいただきたいと思います。まず、最初の白丸、特別職給与費でござい

ます。１億８，１０８万円余でございます。１つ目の黒ポツ、議員報酬ですが、９，４９０万円余となってござ

います。これにつきましては、２２名の議員さんの報酬となってございます。２つ目の黒ポツ、議員期末手当で

ございますが３，２６６万円余で、次の３つ目の黒ポツ、議員共済給付費負担金５，３２２万円余となっており

まして、これにつきましても、２２名の議員さんの経費となってございます。 

 続きまして、次に３つ目の白丸でございます。議会活動費になります。説明させていただきます前に、決算説

明資料の３２ページをごらんいただきたいと思います。議会活動費につきまして、主な事業について御説明をさ

せていただきます。取組内容といたしましては、１つといたしまして、例年行われております議会報告会を７日

間、春５地区、秋５地区を開催をさせていただきました。内容といたしましては、平成２３年度の決算の主な部

分等につきまして、各班の常任委員長さんから報告、説明をさせていただきました。２つ目といたしまして、今

この場で使用しております赤外線会議記録システムの購入をいたしました。成果といたしましては、議会報告会

につきましては、議会からの報告のほかに、各地区での課題について意見交換をする等できまして、参加者延べ

３６５人の参加がございました。２つ目の赤外線会議記録システムにつきましては、ここに今使用しております

マイク等、またセンター装置等の購入ということでございます。 

 決算書に戻っていただきまして、６５ページでございます。議会活動費でございますが、全体で１，９７９万

円余となってございます。まず５つ目の黒ポツでございますけども、費用弁償でございます。これにつきまして

は、金額２６４万円余となってございます。これにつきましては、議員さん方の費用弁償になっておりますけれ

ども、行政視察、会議出席などについての伴う費用でございます。９つ目の黒ポツでございます。印刷製本費で

ございます。２５２万円余となってございます。これにつきましては、定例会４回分などの議会だよりの発行の

費用となってございます。１２番目の黒ポツでございます。本会議会議録検索システム委託料でございます。９

５万円余となってございます。これにつきましては、ホームページ上での会議録の検索についての委託料でござ

います。次の黒ポツ、議会映像配信委託料１０９万円余となってございますが、これにつきましては、議会中継

の委託料でございます。次の黒ポツ、会議録作成委託料３０２万円余となってございます。これにつきましては、

会議録データ等の作成委託料となってございます。３つ飛ばしていただきまして、次の黒ポツ、備品購入費４２

０万円でございますが、これにつきましては、今、決算説明資料でも御説明をさせていただきましたけども、こ

の場で使用しておりますマイクやセンター装置、移動式密集棚等の購入費となってございます。以上が、議会費
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の主な内容でございますので、よろしくお願いいたします。 

○人事課長 続きまして、決算書６６、６７ページをお願いします。２款総務費１項総務管理費１目一般管理費

の最初の白丸、委員等報酬につきましては、嘱託員報酬１６人分ということで、これにつきましては、庶務課、

財政課、秘書等の嘱託員、あるいは産休代替等の嘱託員分でございます。 

 特別職給与費につきましては、理事者２名の給与、手当等でございます。 

 その下の職員給与費につきましては、一般職員給与８１人分で、これは総務部、協働企画部、また会計課等の

職員に対する給与でございます。その下の黒ポツ、一般職手当６億９，０００万円余のうち退職手当につきまし

ては２１人分、４億８，５００万円余がこれに当たります。ちなみに、これは前年度比４人の減、８，０００万

円余の減でございました。 

臨時職員給与費につきましては、庶務課等の臨時職員３人分と産休代替等の臨時職員分でございます。以上が、

人事課の所管している人件費ですが、他の部署の人件費につきましても該当科目ごとに、一般職の正規職員につ

きましては備考欄に職員給与費として、また嘱託員につきましては委員等報酬として、臨時職員につきましては

臨時職員給与費として決算額が記載されておりますので、以下、よろしくお願いいたします。 

○安全・施設整備担当部長 それじゃ、続けてお願いいたします。庶務課の関係になりますけれども、一般管理

事務諸経費２，９６７万円余でございます。主なものでございますけれども、これにつきましては、庶務課の経

常的経費でございますけれども、７行目の電話料７３４万円余ですが、電話料につきましては２４年度光回線に

改修をすることによりまして、使用料の減額を図るということで工事を行っております。前年度に比べまして、

電話料につきましては、約４．２％減額となっている状況でございます。それから、中段の黒ポツでありますが、

市民総合賠償保険料１１１万円余でございます。これにつきましては、市の行事の参加中、または区または市民

団体等がボランティアを行った場合において、けが等をなされた場合についての補償金、または市が管理する施

設で市に瑕疵があってけがをされた場合における賠償等に充てるものでございますが、２４年度につきましては、

総額で６２３万５，０００円が支給されております。対象としまして４件ございました。ちょうど小曽部におき

まして、除雪中にお亡くなりになられた方もございまして、それに対してのお見舞い金もここから出させていた

だいていると、支給させていただいているという状況でございました。次にそれから４つほど下へ行きまして、

自動車等借上料でございますが、１，２２６万円余でございますが、これにつきましては、庶務課で管理する庁

用車の９台分のリース料、それとバスの借上料等が主なものとなっておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。主なものにつきましては、以上でございます。 

○秘書広報課長 その下の丸、秘書事務諸経費をお願いいたします。５７３万５，０００円余でございますが、

上から３つ目の黒ポツ、市長表彰等記念品代でございますが、こちらにつきましては毎年１１月３日に表彰して

おります市長表彰と、中学校の卒業式の日に伝達しております義務教育９カ年皆勤表彰、この２つの表彰にかか

わる記念品代でございます。市長表彰につきましては、２４年度は有功表彰６人、善行表彰１人と４団体を表彰

してございます。義務教育の関係では、１６人が皆勤表彰ということで表彰をしてございます。次の６８、６９

ページをお願いいたします。上から２つ目の黒ポツ、交際費でございますが、こちらは市長の対外的活動や交際

に必要な経費でございますが、１６１件の支出がございました。大体６０％くらいは、会議に伴います会費でご

ざいました。その９つ下でございますが、全国市長会負担金、また県市長会負担金でございますが、こちらにつ



 5

きましては、人口割、また平均割で計算された負担金を支出してございます。３つ下でございますが、信州塩尻

会事業補助金でございますが、こちらにつきましては東京、名古屋、関西と３つ信州塩尻会がございますが、こ

ちらの２月に塩尻会を開催してございますが、それぞれの事業の補助金でございます。こちらにつきましては、

会場使用料とか通信費等の事務的経費のみを支出してございます。以上でございます。 

○安全・施設整備担当部長 続けてお願いをいたします。庁舎施設管理費５，６８４万円余でございます。決算

説明資料あわせて３２ページごらんいただきたいと思いますけれども、これにつきましては、本庁舎のですね、

日常的な維持管理に要する費用ということでなっております。前年度に比べまして３．１％の減額という状況で

ございます。主なものにつきましては、２行目の燃料費７４０万円余、それから３行目の電力使用料１，１８１

万円余、これにつきましては、デマンド監視システムを活用する中で、特に節電意識の庁内での高まりもありま

して、前年度に比べまして使用量、量ですが６．５％の削減を図ることができております。それから、１１行目

になりますけれども、庁舎管理業務委託料ということで７２４万円余でございますが、これにつきましては、庁

舎の清掃業務、それから環境等の調査等、法定に基づく調査に要する費用等の委託費でございます。それから、

その下の電話交換業務委託料６１８万円余でございますけれども、これにつきましても、電話交換業務を民間に

委託しまして、約日に１，０００件ほどございますけれども、これの処理を行っていただいているという現状で

ございます。なお、３月９日未明の庁舎地下における火災の事件におきましては、残念ながらまだ現在まで捜査

状況、捜査中ということで、警察のほうも大きな進展が見られないということで、苦慮しているということで報

告はいただいておりますが、なかなか難しい状況だということでございます。 

 それから続きまして、めくっていただきまして７０、７１ページ、説明資料でいきますと３３ページになりま

すけれども、あわせてごらんいただきたいと思いますが、平和祈念事業ということで６５万円余でございます。

これにつきましては、毎年行ってます平和祈念事業でございまして、２４年度におきましても８月５日、６日、

市内の中学３年生１２名が参加して広島で平和教育研修を行った費用、それと８月１２日に開催いたします平和

祈念のつどい、それにかかる費用でございます。昨年度におきましては、平和のつどいにおきましては約２００

名ほどの御参加をいただき、ちょうど日曜日と重なったということもありまして、多くの皆さんに御参加をいた

だいたということでございます。また、中学生の研修に行かれた皆さんにおかれましては、文化祭等で体験発表

等をしていただいたり、機会あるごとに平和の大切さ等について、学校または地区の施設等で、そういうような

交流をしていただくというようなことで進めている事業でございます。私のほう、一旦そこまででございます。 

○監査委員事務局長 続きまして、上から２つ目の丸の固定資産評価審査委員会費でございますが、決算説明資

料、ページ３３の中段になりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。支出済額が３万７，４０３円

でございました。主なものは委員報酬の２万８，５００円でございまして、これは７月に開催しました会議に出

席いただいた委員３人に対して、日額９，５００円の報酬を支払ったものでございます。以上です。 

○秘書広報課長 その下の丸、都市交流事務諸経費１９万９，０００円余をお願いいたします。１つ目の黒ポツ

の有料道路等使用料でございますが、こちらは糸魚川さかな祭り等、姉妹都市で開催されるイベントに参加した

折の有料道路代でございます。１つ飛ばして、都市交流協会補助金でございますが、塩尻都市交流協会へ補助金

として支出したものでございます。以上でございます。 

○人事課長 次の白丸、職員支援事務諸経費２０７万円余でございます。最初の退職職員等記念品代につきまし
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ては、職員表彰規則に基づきまして、退職職員２１名並びに２０年の永年勤続となった職員１６人に対する記念

品でございます。７つ目の黒ポツ、職員採用試験事務委託料につきましては、財団法人日本人事試験研究センタ

ーに教養試験、専門試験、職場適応性検査につきまして事務委託をしているもので、昨年度の職員採用試験には

上級、中級、初級合わせまして応募者が１５４人のうち、この４月からの採用は２３人という状況でございまし

た。 

○安全・施設整備担当部長 続けて、庁舎大規模改修事業５７７万円余でございます。説明資料につきましては、

３３ページのほうをあわせてごらんをいただきたいと思います。これにつきましては、庁舎の耐震工法の比較検

討、それから大規模改修内容の検討を行うために、庁舎の調査業務を依頼したものでございます。最終的に成果

としましては、庁舎の耐震化、それから大規模改修計画の作成を行っているということでございます。それで、

決算説明資料のほうのですね、内部評価というところの成果というところをちょっとごらんいただきたいと思う

わけでございますが、この調査業務によりましてですね、耐震工法、平成１９年に実施して耐震工法の検討をし

たわけでございますが、その工法とですね、今回採用した工法、基本的には筋交いを行う工法でございますけれ

ども、いろいろな条件等、また精査する中で検討させていただきまして、工事にかかわる、耐震にかかわる工事

ですね、この工事費、当初は２億３，０００万円ほどかかる予定でございましたけども、実際には約１億円とい

うことで、５７％の削減が図られたということもございまして、この調査によりましてそのような成果が出てい

るということでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。それから、この後、実施設計を２

４年度実施しておりますが、それについては繰り越しをさせていただいてますので、２５年度決算に出てまいり

ますけども、追加議案で出させていただきましたとおり９月５日に入札を行い、それぞれの工種におきまして、

一応落札され、業者が決まりましたので、またこの後、契約について御審議のほどお願いするものでございます。 

 次にその下の丸、文書事務費でございますが、２，８４１万円余でございますが、これにつきましては、主な

ものは、郵便料、それから例規管理システムの委託料等になっておりますので、よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。 

○秘書広報課長 その下の丸、広報広聴活動事業３，４５０万円余でございます。決算説明資料の３４ページの

下段もあわせてごらんをいただきたいと思います。１つ目の黒ポツ、行政チャンネル放送番組審議会委員報酬で

ございますが、こちらは塩尻市が放送事業者としてなっておりまして、年１回審議会を開催しなさいということ

になっておりますので、９月２６日に開催いたしまして６人分の委員報酬でございます。下から４つ目の黒ポツ、

印刷製本費でございますが、こちらは広報しおじりの印刷にかかわった経費でございます。広報しおじりは、御

承知のとおり８月１５日号、１２月１５日号を除きまして、月に２回発行してございます。次の７２、７３ペー

ジをお願いいたします。上から４つ目の黒ポツ、オフトーク放送広報料でございますが、農事放送農協の通称サ

ラダトークを利用いたしました広報料でございます。その下の黒ポツ、有線テレビ広報事業委託料でございます

が、こちらは行政チャンネルにかかわります番組の制作等の委託料、またテレビ松本の番組で放送をいただきま

す、その番組制作料の委託料でございます。次の広報配送仕分作業委託料とその下の広報配布委託料につきまし

ては、シルバー人材センターに委託しているものでございます。７つ下の黒ポツ、備品購入費でございますが、

こちらにつきましては、行政チャンネルにかかわります備品でございまして、特に一番上のエアコンの関係でご

ざいますが、サーバー室がとても温度が上昇してしまいまして機器が故障してしまうということに対応いたしま
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して、エアコンを設置したものでございます。以上でございます。 

○会計担当課長 中ほどの白丸、会計事務諸経費でございます。新財務システムが２４年度から本稼働になりま

して、適正な出納事務の執行に努めてまいりました。２つ目の黒ポツ、印刷製本費でございますけれども、これ

につきましては、決算書、支払い通知書などの印刷代でございます。私からは以上でございます。 

○財政課長 その下の財政管理事務費につきましては、財政課の一般的な事務経費でございます。 

 その下の事業、財産管理事務諸経費のうち、７３ページの下から２つ目の細節、全国市有物件災害共済会分担

金につきましては、公用車１５１台、建物２４５施設に対しての保険の掛金でございます。また、その下の公営

住宅火災共済分担金につきましては、市営住宅１３２棟６０７戸にかかわる掛金でございます。ページをめくっ

てお願いをいたします。７５ページの一番上の細節でございますが、特殊建物定期報告委託料でございます。建

物の用途によりまして２年に１回、あるいは３年に１回というものもございますけれども、建築基準法に基づき

まして施設の防火構造等について点検をしたものでございます。１つ飛びまして市道分筆測量等委託料につきま

しては、その下、以下に示しました路線の分筆、測量を行ったものでございまして、合計２７カ所となっており

ます。ずっと下へ飛んでいただきまして土地等賃借料、決算額で４，１３１万２，０００円余でございます。前

年度より７万８，０００円余増額となっておりますが、この内訳につきましては、決算説明資料の９２ページと

９３ページに内訳がございますので、ごらんいただきたいというふうに思います。 

次にその下の事業、基金積立金とその下にあります事業、土地開発基金繰出金、これにつきましては、決算説

明資料で説明をさせていただきますので３０ページをお願いをいたします。基金運用状況でございます。まず一

般財源的基金の中で財政調整基金につきましては、２３年度末残高２６億３，８７６万円余であったのに対しま

して、２４年度は５億６，４６３万円余を積み立てをいたしまして、取り崩しはいたしませんでしたので、２４

年度末の現在高は３２億３４０万円余となったものでございます。以下、積立金の列でございますが、大きなも

のにつきましては、減債基金に４，０００万円余、合併振興基金につきましては、合併特例債などを活用いたし

まして１億２００万円余を積み立てを行いました。また繰入金の列、教育文化施設整備基金などから取り崩しを

行いまして、２４年度の基金総額につきましては、表の一番右下のものでございますが、５９億３，１２８万円

余となりまして、前年度末より６億２，２１９万円余の増額となったものでございます。私からは以上です。 

○企画課長 それでは、決算書にお戻りをいただきまして、７４、７５ページでございますが、下のほう６目企

画費、支出済額全体で２，２９２万円余でございます。これにつきましては、説明資料のほうでは３６ページで

ございますが、あわせてごらんいただきたいと思いますが、決算書のほうで申し上げます。決算書の右側備考欄

白丸、委員等報酬につきましては、行政経営研究会６回開催をいたしました。その委員報酬１１万３，９００円、

それから専門委員の２人分の報酬５２９万円でございます。 

 次の白丸、企画事務諸経費、おめくりいただきまして備考欄上から７つ目の黒ポツになりますけれども、経営

研究会運営支援委託料で９９万円余でございます。これにつきましては、ＮＰＯ法人ＳＣＯＰに委託をした経費

でございます。１つ飛びまして松本広域連合負担金９４０万円余につきましては、これは松本広域連合への議会

費、総務費にかかわります負担金を支出させていただいたものでございます。 

 次の白丸、未利用地等対策事業９６万円余でございます。この中のずっと行きまして下から２つ目の黒ポツで

ございます。プレハブトイレ移設工事が３９万円余でございますが、これにつきましては、旧人材育成エリアの
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用地の暫定利用のために設置をしておりましたプレハブトイレ１基につきまして、大門原公園に移設をしたとい

うものでございます。 

 次の白丸、出資金５００万円、これにつきましては、松本山雅がＪ２に昇格をしたことに伴いまして出資をさ

せていただいたものでございますし、これに伴いまして、次の白丸、松本山雅塩尻市デーが開催されることとな

りまして、松本山雅の集客力を活用いたしまして塩尻市を発信をいたしました事業費４２万円余でございます。

企画費については以上でございます。 

○情報推進課長 続きまして同じページでよろしくお願いします。決算説明資料につきましても３７ページの下

段からになります。よろしくお願いします。７目情報開発費でございます。予算現額で、繰越額で７，８７４万

円余ございまして、住民基本台帳法の改正に伴うシステム改修が主なものでございまして、国から示される事務

処理要領の正式なものが年度末まで出なかったというようなことでございました。支出済額合計で３億８，４９

５万円余でございます。 

 では、備考欄で説明させていただきます。まず、白丸一番目、住民情報等電算処理システム運用事業でござい

ます。１億４，３１２万円余でございます。主なものについて説明します。黒ポツ４番目、パンチオペレート業

務委託料で８４５万円余でございます。課税資料等のデータ入力等を行ったものでございます。黒ポツ６番目、

システム保守委託料でございます。税システム等のシステム保守料や滞納整理システムの保守料等で、１，２０

２万円余でございます。８番目の黒ポツです。電算機器使用料でございます。税情報等システムや住民情報、印

鑑システム、７９ページに記載がありますが、介護保険・児童手当、総合福祉システムなど、合わせて１億２，

０４４万円余でございます。 

 次の白ポツ、７９ページの行政情報等ネットワークシステム整備事業でございます。９，６１４万円余でござ

います。黒ポツ６番目、パソコン等使用料でございます。パソコン、プリンター等で１，５８１万円余でござい

ます。次の７番目で黒ポツですが、財務会計等システム使用料で、人事給与システム等で４，５４９万円余でご

ざいます。次の黒ポツは、ＳＢＣサーバ等使用料や管理ソフトを含めて２，９１３万円余でございます。 

 次の白ポツ、塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業でございます。８，７１６万円余でございます。主なも

のですが、黒ポツ１１番目でございます。指定管理料ということでＮＴＴ東日本長野のほうへ７，３２９万円の

委託料でございます。次の黒ポツがパソコン等使用料でございます。ネットワーク機器等の使用料で８１７万円

余でございます。 

次の８１ページの備考欄でお願いします。電算業務見直し事業でございまして、住民記録システムや税システ

ムのリース切れにあわせて、新システムの運用や調達方法についてコンサルを実施した委託料でございます。 

次の白ポツですが、塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業（繰越）の関係でございまして、光ケーブルの移

設費でございまして、場所は楢川に向かって楢川駅の手前の箇所でございますが、中電の電柱の移設に伴う２０

本の移設費でございます。 

次の白ポツ、情報処理システム再構築事業（繰越）ですが、住民基本台帳法の改正に伴うシステム改修でござ

いまして、住民記録システムに外国人を加えるということやデータ連携のシステム改修でございます。以上でご

ざいます。 

○企画課長 続きまして８目地域づくり振興費、支出済額全体では７，８４４万円余でございます。説明資料３
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９ページでございます。あわせてごらんいただきたいと思いますが、決算書のほうで申し上げます。備考欄の白

丸、地域づくり事務諸経費、この中の一番下の黒ポツに協議会負担金６万１，５００円とございます。これにつ

きましては、県内６０市町村が加入いたします楽園信州推進協議会への負担金でございます。 

 ２つ目の白丸、行政連絡諸経費、最初の黒ポツ、行政連絡長報酬６６人分で２，９３４万円余でございます。

下から３つ目になります。行政連絡委託料１，７０７万円余、これにつきましては、行政連絡事務、そして広報

紙等の文書配布にかかわる委託料でございます。 

 次の白丸、地域審議会事務諸経費１４万円余でございますが、これは地域審議会３回開催をいたしまして、延

べ４２人分の委員報酬でございます。 

次の白丸、コミュニティ活動支援事業のまず２つ目の黒ポツ、用地取得費７８０万円でございます。これにつ

きましては、国からの払い下げによりまして旧奈良井・贄川森林事務所の用地を取得したものでございまして、

全額地元奈良井区からの寄附金収入を充てております。１つ上に戻っていただきまして、解体整備工事３６６万

円余、これは、その取得をいたしました用地にありました事務所、建物を解体、更地にいたしまして駐車場を整

備したものでございます。次、３つ目の黒ポツ、ふれあいのまちづくり事業補助金、これにつきましては、各区

等が行いました地域の活性化を図ります事業に対しまして補助金を交付したものでございまして、下小曽部の屋

内運動場屋根張りかえ事業に８０万円ほか９件の補助、累計額で１９５万円でございます。次の集会所改築事業

補助金につきましては、太田区の集会所の改築に対します補助金５６０万円。それから次の集会所改修事業補助

金、これにつきましては、吉田二区及び吉田三区のそれぞれ集会所改修に対します補助金１２７万８，０００円

でございます。その下、コミュニティ助成事業補助金３６０万円でございます。これにつきましては、宝くじの

収益金を財源といたしました県の市町村振興協会が行います補助制度でございまして、上西条区、吉田一区、上

組区、これいずれも防災備品整備事業に対する間接補助でございまして、全て全額市町村振興協会から補填され

たものでございます。 

次の白丸、防犯灯管理事業の防犯灯設置改修補助金１７３万円余でございますが、これにつきましては、次の

ページにまたがりまして、新設、改修が行われました一般防犯灯、指定防犯灯、合わせて１８８基になります。

これに対する補助金でございます。それから、次の指定防犯灯電気料補助金２７７万円余につきましては、これ

は集落間、集落と集落の間にあります指定防犯灯の６２０灯の維持管理をしていただいております区等に対しま

して、電気料を補助させていただいたものでございます。 

 続きまして、次の９目支所費、支出済額全体では４，４５０万円余でございます。この支所費につきましては、

備考欄の白丸の片丘支所管理運営費から、この先のページの楢川支所管理運営費までございますが、各支所ほぼ

共通しておりますので、この８３ページの片丘支所管理運営費を例に御説明いたします。比較的大きなものでは、

２つ目の臨時職員賃金が１人分で１２９万円余でございますし、下のほうに行きまして８つ目の電力使用料が５

３万円余、中ほどより下のほうになります清掃委託料が６４万円余など、ごらんのとおり管理運営費を執行させ

ていただいております。 

なお、工事の関係につきましては、ページ少しお進みいただきまして８７ページをごらんいただきたいと思い

ます。８７ページの白丸、上のほうでございます。洗馬支所管理運営費の中の一番下の黒ポツでございます。施

設整備工事２７５万円余でございます。これにつきましては、洗馬支所の多目的ホールの屋根の漏水防止工事、
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それから大会議室のエアコンの設置工事、それから非常用消防設備等の改修工事を行ったものでございます。支

所費については、以上でございます。 

○市民課長 決算書めくっていただきまして、９０、９１ページをお願いいたします。９１ページ中段の最初の

白丸、消費生活対策費の一番下の黒ポツ、消費者団体補助金につきましては、昭和５０年に設立された塩尻市消

費者の会に５万円の補助金を交付したものでありますが、会員の高齢化などに伴いまして本年３月をもって解散

をしております。 

 その下の生活支援活動費の黒ポツの上から３つ目の法律・特設合同相談員謝礼は、毎月定例的に年３１回開催

した弁護士による法律相談に加えまして、１１月に法律、相続、公証相談などを一同に会した特設合同相談を開

催したことに伴います弁護士などへの謝礼となります。以上です。 

○人事課長 続きまして同じページ、次の１１目職員厚生費の嘱託医報酬につきましては、労働安全衛生法に基

づきまして、従業員５０人以上の企業につきまして１人産業医を配置するようになっており、田村内科医院に委

嘱しております。 

 その下の白丸、職員健康管理・福利厚生費ですが、４つ目の黒ポツ、健康診断料につきましては、長野県健康

づくり事業団及びＪＡ長野厚生連等に健診委託をいたしまして、職員のヘルススクリーニングを年２回、循環器

系検診を年２回、延べ４日、それとがん検診等を実施したものに対する支払いでございます。その下のメンタル

ヘルスカウンセリング委託料につきましては、メンタルヘルスを月に一、ニ回実施しており、１回につき職員５

人のカウンセリングを行っておりまして、年間１４回、延べ７０人が産業カウンセラーに受診していただいてお

り、また心と体の健康相談では、子育てや育児などを中心としまして、延べ５８件が電話相談で悩み事の相談を

していただきました。 

 その下の白丸、職員共済組合補助金ですが、地方公務員法の福利厚生事業の推進に基づきまして、市共済組合

体育部で行っております職員ふれあい事業に対しまして１１万円の補助をしております。 

 次にそのページの一番下、１２目職員研修費でございますけれども、この職員研修費につきましては、決算説

明資料の次の４０ページの下の段に詳細が記してありますので、あわせて御参照ください。最初の講師謝礼につ

きましては、職員研修の講師への謝礼、次の特別旅費につきましては、各種研修会への参加旅費や県への派遣職

員の旅費に対するものでございます。研修委託料につきましては、ビジネスコンサルタントなど１４件の専門の

研修コンサルタントへの委託料でございます。その下、諸研修会参加負担金につきましては、自治大学校や市町

村アカデミーへの負担金であり、一番下の各部課派遣研修等負担金２１３万円余につきましては、職員の資質と

業務向上を目的としまして、各部課から所属する職員を日本経営協会等、専門の研修機関へ派遣していただいた

８７件に対する負担金でございます。 

○消防防災課長 引き続き１３目防災防犯費をお願いいたします。主なものについて御説明いたします。９３ペ

ージ備考欄１つ目の白丸、委員報酬６万３００円でございますが、これは防災会議の委員報酬でございまして、

昨年度地域防災計画の見直しを行うことに伴いまして、延べ３回開催し、１８人分でございます。 

 ２つ目の白丸、防災防犯諸経費５１９万円余のうち上から５つ目の黒ポツ、印刷製本費１２７万円余につきま

しては、昨年度見直しを行いました塩尻市地域防災計画の印刷製本費が主なものでございます。１８０部を印刷

いたしました。黒ポツ１つ飛びまして、防災行政無線再免許申請業務委託料６６万円余につきましては、同報系
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防災行政無線の免許期間が昨年１１月末で切れることに伴いまして、再免許を申請した委託料で、塩尻市地区分

と楢川地区分でございます。下から２つ目の黒ポツ、塩尻朝日防犯協会負担金２２０万円、これにつきましては

塩尻朝日防犯協会の本市の負担金でございまして、地域防犯活動や子供の安全対策を推進するための防犯協会へ

の負担金でございます。 

 次に３つ目の白丸、防災施設・設備等整備事業２，３１２万円余の内訳といたしまして、７つ目の黒ポツ、楢

川地区防災無線保守管理委託料２１５万円余と、黒ポツ１つ飛びまして、防災無線保守点検管理委託料６４７万

円余につきましては、楢川地区、旧塩尻地区の防災無線にかかわる保守点検委託料でございます。黒ポツ１つ戻

っていただきまして、気象観測装置検定委託料９８万７，０００円につきましては、５年に１度の観測装置の検

定委託料でございまして、洗馬支所と北小野支所の観測装置の点検を実施したものでございます。一番下の黒ポ

ツ、防災無線設備工事７０万８，０００円余につきましては、楢川支所に設置をしてあります防災無線操作卓の

副制御装置、経年劣化によりまして故障いたしましたので、その交換工事を行ったものでございます。９５ペー

ジをお願いいたします。最初の黒ポツ、防災備蓄倉庫対応備品購入費９１０万円余につきましては、非常食、毛

布、リヤカー、アルミロールマット、ストーブ等、１１品目２，５１８点を購入したものでございます。黒ポツ

１つ飛びまして、戸別受信機設置費補助金１５万８，０００円につきましては、防災行政無線の屋外拡声器から

緊急放送が聞こえないという家庭２戸に対しまして戸別受信機を設置し、その補助金を交付したものでございま

す。 

 次の白丸、危機管理対策推進事業２３１万円につきましては、大規模災害時において被災者情報、避難所情報

等を一元的に管理できる被災者支援システムを構築した委託料でございます。以上でございます。 

○秘書広報課長 同じページの１５目国際交流推進費、国際交流員設置事業２４０万円余でございます。この事

業につきましては、国のＪＥＴプログラムと言いまして、外国語指導等を行う外国青年招致事業、これによりま

して国際交流員を招致してまいったものでございます。市民講座の開催とか、学校訪問等を行ってまいったもの

でございますが、１つ目の黒ポツ、国際交流員報酬１人分でございますが、平成２２年７月から招致してござい

ましたピフェン・チュアンという国際交流員の報酬でございますが、９月に自己都合によりまして退職したこと

によりまして、約５０％程度の減額となっております。なお、この事業につきましては、新たに国際交流員を設

置することなく、２５年度では事業廃止してございます。以上でございます。 

○監査委員事務局長 続きまして９８、９９ページをごらんいただきたいと思います。あわせまして決算説明資

料４３ページ上段になりますが、１７目公平委員会費でございますが、支出済額が４１万２，９５１円でござい

ました。このうち委員報酬の１９万円につきましては、委員３人に会議や研修会へ出席いただいた際に、それぞ

れ日額９，５００円の報酬を支払ったものでございます。 

 次に、公平委員会運営事務諸経費につきましては、支出済額が２２万２，９５１円でございました。このうち

主なものは会議や研修会に出席した際の旅費が４万１，５００円、費用弁償が８万３，９２０円、会議出席負担

金が５万３，０００円、全国公平委員会連合会負担金が３万１，０００円でございました。以上です。 

○委員長 それでは、１０分ほど休憩いたします。１１時２０分開始といたします。 

午前１１時１１分 休憩 

――――――――――― 
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午前１１時１９分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。今、説明を受けました６４ページから９９ページまでの

質疑を行います。委員の皆さんから質問はありますか。 

○柴田博委員 ６５ページの議会費の中で、特別職給与費の中の説明で、議員共済給付費負担金についても２２

人の議員の報酬に関することって説明がされたようだったんですけど、そういうことですか。 

○議会事務局次長 係長のほうから説明させていただきます。 

○委員長 今の場所わかった、共済。議員共済給付費負担金っていうとこ。 

○議会事務局庶務係長 議員共済負担金ですけれども、こちらのほうはですね、共済給付費負担金につきまして

は、今現在年金を受給している方の分の市町村の負担金ということになっておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○柴田博委員 ちなみに、今、何人分支給されてるか、わかったら教えてください。 

○議会事務局庶務係長 申しわけございません、今ちょっと把握がありませんので、後ほど調べて回答させてい

ただきます。 

○柴田博委員 お願いします。 

 続けて次ですけれども、７１ページの下のほうの広報広聴活動事業の中で、行政チャンネル放送番組審議会と

いうのがあるんですが、年に１回開催したということなんですけども、どんな中身の審議会で、どんな方が委員

になってらっしゃるのか、お願いします。 

○秘書広報課長 委員につきましては、各団体からお願いしてございまして、例えば障害者団体とかですね、産

業界、商工会議所の関係等でございまして６人の方にお願いをしてございます。内容でございますが、まず行政

チャンネルの番組を放送させていただいて、そこで放映いたしまして、感想あるいは御意見をそこで述べていた

だいたりですね、今までどんな内容のものを放送してきたかと、そんなような内容のものを紹介しながら皆さん

から御意見を頂戴するような形の会議をもってございます。以上でございます。 

○柴田博委員 年に１回っていうことでは、形だけの審議会みたいな形で実質的に実際にやる仕事があればもっ

と回数をふやしたりってことが、もし必要であればそういうこともやったほうがいいと思うんですが、その辺の

必要はないんでしょうか。 

○秘書広報課長 法律では１回以上ということで規定はされておりますので、とりあえず必要最小限の１回の予

算をとらさせていただいて開催してございますが、随時番組を見ていただいて御意見を頂戴するような形をとっ

てございますので、とりあえず会議は１回というようなことで考えてはございます。以上です。 

○柴田博委員 わかりました。 

 じゃ、もう１点。８３ページの支所費の中ですけれども、郵便料というのが各支所それぞれありまして、金額

を見ると全部１万円なんですけど、これは何か特別に何か意味があるんでしょうか。全支所１万円だよね、これ、

ぴったり。 

○企画課長 予算執行上はですね、これは支所から直接執行する分と、これ決算額でございますので、最終的に

はですね、執行残につきましては、本庁を経由して出すものもございますので、最終的には集中管理の中の庶務

課のほうでその予算執行をして、支所の予算額については１万円予算を本庁執行分と合わせて執行させていただ
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いたということで、決算書上は全部１万円で執行になってますが、支所独自の執行分と庁内集中管理分とで、最

終的には１万円。 

○柴田博委員 説明の意味がわかんない。 

○企画課長 最終的にはですね、庶務課で全て発送をやっておりまして、庶務課のほうに請求が行きます。そち

らのほうに庶務課の指示額で伝票を切って、庶務課のほうの請求書に合わせて全部執行するということで、集中

管理分ということで御理解いただきたいと思います。 

○柴田博委員 そうすると、この１万円というのは、実際に出した分じゃなくて、郵便料でかかった分じゃない

ということですか。 

○企画課長 これについては、実際に使っておりますので、支所から発送する文書を。それは、庶務課を経由し

て発送するものもありますから、執行相当額ということで、それぞれで何円まであるわけですけど、郵便料とし

て執行した相当額が各支所１万円ということで、庶務課の指示額で伝票を執行したということでお願いしたいと

思います。 

○柴田博委員 各支所別のこういう決算の中身で、こういう記載の仕方で、それでいいわけですか。もし庶務課

で全部まとめてんだったら、ここの項目を除いて庶務課に全部入れるとか。そうしなきゃ、実際何の意味があっ

てここに１万円って書いてあるのか、よくわからないですけれど。 

○委員長 わかりやすく説明してください。 

○企画課長 ちょっとわかりやすくっていうのは、非常に済みません、難しいかなと思いますが、要するに経費

区分だと思います。経費を執行目的別に区分するのに、本庁全体で執行したものなのか、それから支所費として

ですね、執行すべきものと、その目的別に区分するのには、各支所１万円相当は郵便料として執行しております

ので、それを支所費として区分をして執行したと。ですから、総務費の中の支所費として区分すべきとして、経

理してるということでございます。 

○柴田博委員 ちょっと説明がよくわかりませんが、今後については、もし変える必要があるなら変えていただ

くように要望しておきます。以上です。 

○委員長 ほかにございますか。 

○山口恵子委員 ９３ページ、研修委託料ということで職員いろんな研修を行っていますが、当然研修に行った

方は報告書を提出してると思いますが、研修で得た効果を同じ担当課とか部署とかで、その効果を共有して今後

の事業に生かすっていうようなことが必要だと思うんですけれど、そういったことが行われているのか。日常業

務を見ているととても忙しそうで、そういった余裕があるのかなっていうところがちょっと心配なんですけれど

も、どうやって生かしているのか、その辺のことについてお聞きしたいと思います。 

○人事課長 研修行った成果、個人の資質の向上はもちろんなんですけども、ただ単にそれだけに終わらせては、

やはり市の予算の有効な活用になりませんので、できればその研修成果を職場に生かしていただく。これは今、

委員さんがおっしゃったように非常に大切なことだと思います。ということで、最近はですね、研修へ行って来

た方に関しまして振り返りシートっていうのを書いていただきまして、それを担当課長まで一応見ていただいて、

それに基づきまして、職場内課会等開いていただいて職場内研修をやっていただいたり、あるいは、市の庁内の

掲示板というのがあるんですけれども、そちらのほうへ昨年度から積極的にうちのほうで呼びかけまして、研修
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成果をそこへ発表してくれということで庁内の全職員に対しましても共有してる取り組みをしております。年間

で何回かそういうことをやっておりますので、行ってきた本人の了解ももちろん必要なんですけども、そういう

ことで、できるだけ多くの皆さん、課の皆さん、それから庁内の皆さんで研修成果を共有したいってことで取り

組んでおりますので、御理解いただきたいと思います。 

○山口恵子委員 職員研修の件でもう１点お聞きします。先日一般職に関しての情報セキュリティー研修が行わ

れたということでお聞きしておりますが、一般職以外の特別職と管理職の方の情報セキュリティー研修はどのよ

うな形で行われているのか、お聞きします。 

○情報推進課長 情報セキュリティー研修ですが、管理職の対象の研修もありますし、臨時職員対象の研修も別

に開いております。 

○山口恵子委員 監査委員の意見書の７２ページの中に９番のところなんですけれど、人事が新聞報道されたと

いうことで、私たちが新聞報道を見たときには、当然公表されていい時期だから公表したというふうに理解をし

ているんですけれど、この監査報告書を見るとちょっとその辺がいかがなものかというような、情報漏えい事故

が発生しないようにというようなことも書かれていますが、この平成２５年３月２２日の市民タイムスに部長級

の人事情報がほぼ断定的に報道された。一般職員が人事異動の内示を受ける以前の記事が記載されたというよう

なことが書かれていますが、この内容について、経過と内容をお聞きしたいと思います。 

○監査委員事務局長 通常人事情報につきましては、事前に幹部職員に対して内々示が行われまして、その後職

員に対して内示が発表になって１日付で正式発令になるという順序ですが、基本的には内示段階までは秘中の秘

とされているのが実情でございますが、当日職員が知り得る前にですね、新聞報道がなされたというのは、過去

さかのぼってもあり得ない事例だもんですから、マル秘情報が事前に漏えいしたという事実がそこにあるわけで

すけれど、それに対してどうかという、つまり情報セキュリティーを定めながら、それに対するどういう対処が

なされたのかとか、そういうことがわからないんですが、それに対していわゆる問題提起を監査委員側としたら

させていただいたところでございます。 

○山口恵子委員 公表するということで、管理者のほうでそういった共通のルールが当然あるとは思っているん

ですけれど、その点は、どのようになっているのかお聞きしたいと思います。 

○副市長 人事の関係ですから私のほうから申し上げますけれども、監査委員のほうからそういう御指摘がござ

いましたけれども、私どもの受けとめ方はですね、担当記者の取材の内容も私ども承知をしておりませんし、そ

ういうマル秘事項が漏えいをしたという事実も、これは新聞記者に問い合わせましたけれどもございません。し

たがいましてですね、私どもはそういう人事情報がですね、少なくとも職員間から漏れたというような事実は掌

握してございませんので、監査委員の御指摘がございましたので、一層気をつけろということでございますから、

それはそれなりに真摯に受けとめさせていただきますけれども、事実確認はできておりませんのでお願いいたし

ます。 

○委員長 よろしいですか。 

○山口恵子委員 はい。 

○委員長 ほかにございますか。 

○柴田博委員 ９５ページの一番上のほうの防災無線の関係で、戸別受信機が２件新たに設置されたということ
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なんですけど、場所がわかったら教えてください。 

○消防防災課長 昨年度は、上西条と下西条それぞれ１件ずつでございます。 

○柴田博委員 そういう場合なんですけども、当然設置されたお宅は聞こえないんで、そういう申請があって設

置したんだと思いますが、その付近に例えばそういうような家があるかもしれないっていうのが心配されるんで

すけども、その辺は調査したりはしてないんでしょうか。 

○消防防災課長 市内に何十件かございます、実際に聞き取りが難しいかなっていうところ。そういうところに

つきましては、毎年こちらから設置のお願い文書をお出しして、それでもって今回、昨年はたまたま２件があっ

たということですけども。しつこいくらいに毎年他の申請がないところについても発送をして、設置を促してお

ります。 

○柴田博委員 そうするとこの２件についても、新たに聞こえないっていうことが発覚したんじゃなくて、前か

らわかっていたところで申請がたまたまあったんで２件だけつけたという、そういうことですか。 

○消防防災課長 はい、今回はそういうことです。 

○柴田博委員 わかりました。結構です。 

○山口恵子委員 防災行政無線に関連してお聞きします。最近、集中豪雨とか激しい雨が多く、自然の環境のこ

とで災害など多く発生していまして、特に雨とか、激しい雨が降っているときは音、防災行政無線が聞きづらい

ということで、万が一土砂災害とか避難警告、避難しなければいけないっていうことが発生した場合に、雨に声

がかき消されてしまうという危険がありまして、緊急メールシステムの登録者もあのデータ見ますと７，６００

人くらいですかね。そうすると多くの方が聞き逃してしまうっていうような可能性もあるので、そのときは、ど

ういった対応をとられているのか。全戸に有線ですかね、入ってるっていうわけではないので、その辺の対応を

お聞きします。 

○消防防災課長 確かにおっしゃるとおりで、ことしの８月３０日以降ですね、気象庁のほうからも特別警報が

出されるといったことが決定しております。今まで大雨警報等出た中で防災行政無線を流したことはございませ

ん。恐らく大雨警報が出て雨が降ってる状況では、防災行政無線を流しても聞こえないというふうに私どもでも

判断しておりますので、それぞれの地区、あるいは区ごとにですね、市から全ての広報車を出したりですね、あ

るいは緊急メールも登録者しか行かないわけですけれども、そんな状況で今のところは対処するしかないかなと

いうふうに考えております。 

○山口恵子委員 そうしますと、広報車を出すって言っても、それも時間的にかなり時間のロスが生じるような

気もするんですけれど、緊急メールの登録者をもうちょっとふやすような対策をとっていただくとか、別に情報

発信をどんな形でするのかっていうことも、今後、高齢者とかになりますと全員が緊急メールを使ってください

っていうのもちょっと厳しいかなっていうところもあると思いますので、その辺、対策を今後必要じゃないかな

というふうに思いますので、要望いたします。 

○委員長 ほかにございますか。 

○副委員長 ７５ページの市道分筆測量等委託料というところでちょっとお聞きしたいんですけれども、以前市

道の中にですね、無分筆とか登記ができない、してないというような筆が一万七千何筆あったと思いますが、こ

れは議会のほうから指摘されまして、その都度経年でゼロにしていくということだったんですが、現段階で大体
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どのくらいの分筆ができて登記が済んでるのか、それとももう完全に終わってますよということなのか、ちょっ

とそこら辺を教えていただきたいと思います。 

○財政課長 市道敷等の未登記の現在の総数でありますけれども、市内で５，７７１筆という状況でございます。 

○副委員長 ありがとうございました。大分改善はされてきてると思いますが、この２４年度ですね、それは全

然やらなかったってことでしょうか。それとも、ここに入ってるっていうとことですか。 

○財政課長 市の分筆測量委託料の中に未登記市道の分筆ということで件数的には７件、これは含まれておりま

す。実施はさせていただいております。 

○副委員長 それじゃ、忘れなんでやってるという理解でよろしいですね。わかりました。 

 それじゃ、もう１点お願いしたいと思いますが、ちょっとどこで聞いたらいいかわからないもんですから、と

りあえず７３ページの財産管理事務諸経費のところの優良工事表彰のここら辺でちょっと聞かせてもらおうと思

ってるんですが。実は最近ですね、工事が発注されるのが非常に時間がかかりゃしないかというようなことを言

われておりまして、特に区長さん方からですね、年度の大体箇所づけが発表になって、そして現地測量まで来て

くれたんだと。だけどなかなかそれから工事の発注が終わって、今、業者決まったよというようなとこの連絡ま

でがうんと時間がかかっちゃってですね、何か時期を逸してしまうような気がするというような意見が結構聞こ

えてきます。それでですね、何か原因はどこら辺にあるのか、そこら辺ちょっとわかってる範囲で教えていただ

きたいんですが。 

○財政課長 原因につきましては、実施設計に時間がかかるということもございますし、地権者対応に時間がか

かるというようなこともございます。ですから、年度の早期の発注に心がけるために前年度実施設計をして、そ

して次年度工事に向けた全ての段取りを全て整えた上で工事を発注するような予算執行方針をしておりますし、

年度当初の発注に心がけ、なおかつ年度間を通じた工事の平準化の発注にも心がけてというふうに思いますけれ

ども、遅れというものにつきましては、やなりさまざまな要素があるというふうに考えております。 

○副委員長 実はですね、私も何となく感じておりますのは、指名競争入札のですね、額がどうも２００万円以

下ということで、そこら辺にも原因があるんじゃないかと。確かに金額を決められたときにはね、それぞれしっ

かりした考え方はあったと思うんですが、実施してみたら意外とっていう部分はあろうかと思います。松本市は

どうも１，０００万円以下ということになってるようなもんですから、そこら辺を見直していただければですね、

大分違ってくるんじゃないかと思うもんですから、そういうことも原因があるような気がしますんで、何か答弁

ありましたらお願いします。 

○総務部長 確かにですね、委員御指摘のとおりの部分がございます。金額によって、その入札制度で公告期間

とかですね、そういったことに時間がかかってることも事実でございますので、その金額についてはですね、ど

うしていくか、緩和の方向でですね、検討をしていきたいというふうに考えております。以上です。 

○副委員長 もう１点いいですか。それじゃ、９３ページをお願いしたいんですが、耐震性貯水槽緊急遮断弁保

守点検委託料という、ここに載っておりまして、大したお金ではないと思うんですが、今、市内には１カ所だと

思いますが、こういうケースはほかにも何カ所あるんでしょうか。 

○消防防災課長 現在、北部公園の１カ所だけでございます。 

○副委員長 非常に、特に大きなこの遮断弁とか、おっきな水槽が併設してあるわけですが、そこら辺で苦情だ
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とか、問題や何かはありますでしょうか、その構造に対して。これ、担当課じゃないとわからんかな。 

○消防防災課長 私どものほうには、そういった苦情は一切来ておりません。 

○副委員長 なぜ、こういうことをしていただきたかったかと言いますとですね、非常に、この考え方もなかな

かいいと思うもんですから。特に塩尻の場合はですね、高出だとか、こっちの広丘方面はですね、自然水利がな

いわけですよね。それだもんですから、災害時のときには非常にこういうのが有効に活用できると思います。た

しか１００トンくらいの貯水槽なもんですから。そうするとあそこはちょうど避難場所にもなりますので、そう

いうとこで１００トンあればですね、飲料水は二、三日は大丈夫だということでございますので、これから人口

の集中している特に高出や広丘方面はですね、そういう施設がないと初期対応に大変苦労すると思いますので、

設置をですね、消防防災課としても検討していただくのも大事なことだと思いますので、そこら辺のまた研究を

お願いしたいと思います。要望で。 

○委員長 要望でいい。そういうことでお願いします。 

○中原輝明委員 ちょっと関連で。ちょっと平間部長に聞きたいだが、本議会で何かちょんぼしたような入札の

関係あったじゃんな。その関係が尾を引いてると思うだ、さっきのどんどん進まないっていうのは。いいかい。

それで、そのほかにもいろいろまだあると思うが、今、これは皆さん全体の問題だけどもさ。いつでも全体なん

て言っちゃ、全体だけども、世の中の風評っていうのは、あっこの会社は潰れそうだってところへやるもんで問

題が起きるだ。それは、必ず潰れるだから。そういう風評をちゃんと情報を入れて、その中で選択さあどうする

かってことは内輪で精査しましょ。そうじゃないとスムーズにいかないよ。だで、潰れそう、第一は潰れちゃっ

たでいいけどさ、なくなったで。あのときだってちょんぼがあっただで。それで、やったはいいが、さあさあ潰

れちゃったと。いいかい。いけない、いけないって、ちゃんとわかってたわけだ、みんなが、風評は。それを無

理して入れるもんでいけないし、審査の段階でいいとかいけないとか言った、審査にミスが、落ちがあったじゃ

なくて、その人は何か援護射撃してやったと思うだ、幾らか、気持ちがあって。それもよし。しかし出ないよう

にしてやんなきゃいけない、やるなら。いいかい。その辺を、総務部長ばかりに言ったっていけないけど、総務

部長のところでチェック機関として部下にちゃんと指摘っていうか、注意しなきゃいけないと思うな、ぴしゃっ

と、大変だと思うけど。これからそういうことのないようにして、スムーズにこれはあれだわな、入札したらす

ぐ工事に着手できるように。今ね、本当に副委員長が言ったように大変だと思うよ、待ってる人は。そういう俺

はお願いをしとくわ。答え出せるかどうだか知らないがさ。 

○総務部長 中央スポーツ公園の入札の件だと思いますけれども、このことが今の工事全体の遅れているとすれ

ばですね、そのことに影響してるとは考えておりません。遅れている理由については、今、財政課長なり、私の

ほうから申し上げたことでございまして、したがって、これをどうやって改善していくかっていうことは、これ

からの課題でありますんで、私どもとしても建設部も含めて協議をしていきたいというふうに考えています。 

 それと、入札への参加業者をどうするかっていうことだと思いますけれども、これについてもですね、確かに

風評と言いますか、そういったうわさについては聞かないわけではございません。ただし、それをもって入札に

参加するかしないかを判断するということはできないわけでありまして、私どもとしては、あくまでも今ある入

札制度に従って正しくですね、業者選定委員会も庁内で設けておりますので、その中で業者選定をしていくとい

うことでありますんで、基本的な考え方は変更するつもりはございません。 
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○中原輝明委員 今、えらい強気だけどさ、入札参加の審査する中にその一部含まれているだよ。いいかい、気

をつけましょ。えらい、今、うまいこと言ってぴしゃっとするがさ。そんないけないような者まで入れる必要な

いだ。何言ってるだい。だで、俺の言いたいのは、そういうものも勘案した中で、なおかつそういう人も入った

って、こういうことだもんだからさ。その辺は穏やかにやらないと。しゃばがいけない、いけないって言ったっ

て、それは俺たちは入札制度に従ってよくもおぞい分まで入れるぞなんて、それがおかしいだよ。それも１００

点の中の１点に加えて審査の中へ入れなきゃ。どうですか、総務部長。 

○副市長 入札審査会の委員長を私が引き受けておりますんで、私のほうから御答弁させていただきますが、昔

と違いまして、今は、一般指名競争入札という制度はほとんどございません。したがいまして業者名を挙げてで

すね、この業者はいいとか悪いとかっていう指名の仕方はございませんで、ほとんどの場合、４億円、今、未満

かな。４億円未満だと思いましたが、いわゆる簡易型一般競争入札と言いましてですね、業者のそのランク、あ

るいは点数以上のもの全てを指名すると言っちゃおかしいですけども、いわゆる一般競争入札をいたします。し

たがって、業者がどういう風評があろうがなかろうが、その業者は外すとか、あえて入れるとかいうことは制度

上できないようになっております。指名競争入札をした場合は除きましてですね。したがって業者名を特定して、

そこの業者に、何社に指名するというようなことはございませんので、そのランク、あるいは一定の点数以上、

一定の点数以下を決めて、そこに入る業者は全て指名するという制度になっておりますから、業者個人個人ので

すね、経営状況の判断ということは基本的にはできない。判断して指名をするということはできない制度になっ

ております。今は、だから委員さんが御指摘をいただきましたような制度と言いますか、業者個々人の情報を取

り入れて指名の可否を決めるということは制度上できませんので、その点は御理解をお願いをしたいと存じます。 

それから今、工事に時間がかかるというような御指摘がございましたんで、これは総務部長が答弁したとおり

ですね、制度上確かに私ども見ててもですね、時間がかかる、例えば公告をしなくちゃいかんとか、そういうこ

とで公告期間が何日というふうに決められておりますので、その点に関してはできるだけスムーズにですね、や

れるような方法をこれから検討してまいりますので、それは御理解をお願いをしたいと存じます。以上です。 

○中原輝明委員 それは了解はできたような、できないようなもんだけど、ま、いいわ。 

 ６７ページの災害の関係で、昨年小曽部で一命を落としたわけだが、その関係について、地元としてもそれぞ

れの立場の人は本当に心配してたわけ。きょう聞くと、この保険の中から一部が出てるっていうのは、どのくら

い出たのか知らないが、そういう部分ってのは、その当時の組長か、その責任者にこういうわけで見舞金は出て

いますよっていう報告はしてあるの。いまだに心配しているよ。あれはどうしたかなって。それとあわせてけが

をした人にはどうなってるの。俺は松本広域連合でやったけども、あの連中もろくな返事もしなんだ。人のこと

じゃないだよ。自分だと思わなきゃ。 

○安全・施設整備担当部長 今回のケースについては、非常に残念なケースでございますけれども、うちのほう

で掛けている保険会社のほうといろいろと相談する中で、ちょっと最終的な判断が出るまでに時間がかかって、

その間にいろいろ御心配かけたというのが一番問題があったかなというようにも思っております。最終的にはお

亡くなりになった方には、相続人が、お子さんがいらっしゃらなかったということで、その親族、相続人の代表

の方にお話をしてお渡しをして、具体的に区長さんなりに個人的な情報だったものですから、金額幾らお渡しし

たということは、担当のほうでもお伝えはしてないというように私は聞いておりますけれども。一応、その関係
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者の皆さんには５０１万円をお支払いしたと、亡くなられた方には。それでけがをされた方、これにつきまして

も最終的金額が出たのはやはり大分時間がかかっておりまして、最終的には１０１万５，０００円ということで

お支払いしておりますが、結論が出るのに時間かかってっていうのは、やはりここんとこへギブスですか、これ

をしている期間については入院をしているのと同等というような見なしをする、しないというような。 

○中原輝明委員 ま、いいわ、それはいいわ。その話はいいが、出したか出さないかって、報告したか、しない

かってことを聞いているだけだで。 

○安全・施設整備担当部長 そういうことで、一応個人情報ということで、区のほうに正式に金額幾ら幾ら支給

したということのお話はしてないというように承知しております。 

○中原輝明委員 それで、俺の言いたいのはね、金額まで言えということは言いたくない。ただ市としても考え

て対応してお見舞いは差し上げましたよっていう、こういうことを言うと、区長なり代表者なりが心配しないわ

けさ。今でもね、行きゃあ、どうしたかなっていう、お互いにそう思やしない。福島の災害と同じように、震災

か、あれと同じことで、今でもお互いに心配してるじゃん。だで、それは、今やってなきゃ、やってないでいい

だ。これから、いいよ、もう、いい、いい。やってなきゃ、ないでいいが、これからやるべきだと思うが、副市

長どうだ。そういうことを徹底することは。 

○副市長 御心配をかけておりますんで、関係者には、こういうてんまつを、報告をこれからさせていただきま

す。このケースじゃなくてですね、これからもしそういうケースがあれば、詳細は別にしましても。 

○中原輝明委員 詳細は必要ない。 

○副市長 御報告をさせていただくようにいたします。 

○中原輝明委員 ぜひ、お願いします。 

○山口恵子委員 関連ですけれども、今、中原委員のおっしゃるように、結構山で捜索を皆さん、住民に依頼を

したりとか、いろんなそういう事件というか事故とかありまして、やはり地元の民生委員さんとか区長さんから

その後どうなったかねって、本当に皆さん心配してるんですけれど、その結果が全然連絡がないので、まだ一生

懸命探してるっていうようなことで、本当に皆さん、地域の皆さんから心配されているというような声がありま

すので、ぜひ中原委員おっしゃるように報告をお願いしたいというふうに思います。以上です。 

○委員長 要望でいいですか。 

○山口恵子委員 はい、要望でいいです。 

○森川雄三委員 くしくも同じとこをね、聞こうと思っていたんですけども、先ほどの説明では、いわゆる市民

総合賠償保険料ね、４件が対象であったと。時たま、そういうお亡くなりの方もあったので、金額的には６００

万円を超えたというようなお話ですけれども。これ市民総合賠償保険というのは、市民の皆さん全員に対象とさ

れるわけですよね。その中で２４年度４件といったわけですが、ちょっと対象になる、何て言うか事故というか、

そういう事例というものは、どういう場面なんですか。ちょっとお聞きをしたいが。 

○安全・施設整備担当部長 今回のこの保険の対象、先ほども少し触れましたけれども、１つには市で行う行事、

例えば平出遺跡のところでイベント等が行われた場合、そこで竹馬に乗っててお子さんがちょっとけがをしたと

いうような場合、こういうような場合、例えばですが、そういう場合にはお見舞い金ということで、例えば５，

０００円というふうにお支払いするケース。そういうような市の行事においてけがをされた方、こういう場合に
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ついては、申請に基づいてお見舞い金を出させていただくのが１つ。 

もう１つは一番対象になるんですが、区または区だけでなくてその下の組織である各自治体等がごみを拾った

り、または草刈りをしたりとか、そういうケースが、ボランティアでされるケースが結構、今ございまして、そ

ういう場合にもし何らかの事故があった場合については、市のほうに事前にそういう作業を行うということを申

し入れをというか、出しといていただいてですね、市のほうで把握している範囲内においてされた事業でされた

場合については、原則、市が承知してですねっていうことになってるんですが、そういう場合には、けがをされ

た場合についてはお見舞い金をやはり出すという。こういうお見舞い金については基本的には２つで、これは春

の行政懇談会の折に区長さん方には毎年御説明を、資料をお配りさせていただいておりまして、年間通じてこう

いう作業を行うというような形で申請をいただいているようなのが実態でございます。 

それから、もう１つはやはり市が管理しているものの、その施設等で市に瑕疵があった場合。例えば具体的に

言いますと学校の施設で木の枝が折れて、その下の車が壊れたというケースが２年ほど前にありましたが、これ

は管理責任ということで、そのかかった修理費の弁償をさせていただいた。これもこの費用、保険を使ってやら

させていただいているという、こんなようなケースがこの保険の対象になっております。以上です。 

○森川雄三委員 これはあれ、毎年どのくらいの件数あります。 

○安全・施設整備担当部長 大体申請がありますのは、四、五件ですね。金額的には、大体お見舞いっていう形

で、軽いけが程度でございますんで１０万円とか、総額で数万円程度のものが、毎年そのくらいの実績で決算に

なっているというのが現状でございますけども、今回はそういうことでございました。 

○森川雄三委員 それじゃ、各あれですか、毎年区のほうからこういう作業をやるとか、こういうイベントをや

るとか、これはあくまでも区の独自のね、今、対象として。そういうのは申請をされてます。 

○安全・施設整備担当部長 毎年申請をいただいております。 

○森川雄三委員 出てる。 

○委員長 ほかに。 

○山口恵子委員 今の保険の関連でですけれど、ボランティアの人はボランティア保険に入ってますし、区では

行事をやるときもそういった保険に入りますけれど、その保険との併用はできるものなんでしょうか。 

○安全・施設整備担当部長 担当の係長のほうから御答弁させていただきます。 

○施設管理係長 本保険につきましては、基本的には市から依頼があったボランティアに関して保険の対象にな

ります。保険が重複している場合については、基本的に入っていたボランティア保険を優先して出していただい

て、その補填、足りない分を補填するというようなイメージになってます。以上です。 

○委員長 ほかにございますか。 

○山口恵子委員 広報の関係で、市でも行政でも広報紙発行していますけれども印刷製本費、それぞれ部数とか

内容も違いますが単価で、議会の議会だよりと、あと市の広報の印刷も、それぞれ単価でどのくらいなのかお聞

きしたいと思います。 

○秘書広報課長 私は広報しおじりの関係でございますが、広報紙につきましては単価契約をしてございまして、

３年の単価契約でございまして、４色の場合１ページ当たり４．２円、２色の場合は１ページ当たり１円２８銭

というような形でございます。なお、人件費を除けばですね、広報紙の場合は１部当たり３２円という計算にな
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ります。広報しおじりは以上でございます。 

○委員長 議会側は。議会のほうの議会だよりの内容、ちょっと、わかる。ちょっとそれじゃ、調べてるんで後

にします。 

 そのほかございますか。 

○中原輝明委員 ７３ページの上段のオフトークの農事放送は、将来どういう具合になるの、今現在はどうで。 

○秘書広報課長 オフトーク放送につきましては、これは、農事放送農協さんのほうでやっている事業でござい

ますが、ＮＴＴ東日本のオフトーク放送という事業を使っていらっしゃいます。この事業が２７年２月で事業廃

止するという連絡を農事放送さんはいただいてございます。こういったことに伴いまして、農事放送さんはです

ね、新たな事業をどんなふうにしようかということを検討していらっしゃいます。つい先日もどうなっていると、

私ども予算の関係ございますので聞いてはおりまして、近く臨時総代会がございまして、新たな事業展開をどう

も提案なさるやに聞いております。詳しい内容はそれが終わった後、私ども事情聴取をさせていただくようにな

っていますが、今現在、ちょっと内容は存じ上げておりませんが、オフトーク自体は廃止という形になってござ

います。以上です。 

○中原輝明委員 それに関連して、熊井課長に聞きたいだがさ、今の緊急放送にしても何にしても、放送の仕方

について、誰がしゃべる人はいくらか勉強してる。あのね、こういうこと。あの放送を聞いてると、塩尻中がう

んと小さくなっちゃうな、遠くなっちゃって。事件が起きたら事件じゃないだ、遊びみたい聞こえる。ちっとも

出てこないじゃん、次の段階が。普通のようにさらっとしゃべってもらうと緊急だなってことが聞こえるが、あ

のしゃべり方を聞いて課長はどう思う、あれでよしとしてるの。あのてきないような声で。笑い事じゃなくて、

これは本当の話だぞ、おい。あのね、みんな市内の人は、もういやだって、あれは。それを熊井君だって、課長

としてあれだ、聞いているでしょうに。 

○委員長 青木課長。 

○中原輝明委員 青木君か。旧姓を言っちゃいけない。失礼、済みません。だもんでさ、みんながそういうこと

でさ、皆さん聞いていりゃわかるで。職員だってわかるはずだで、皆さん、職員だってちゃんと注意しなきゃだ

めだよ、みんなで。人ごとじゃないだぞ、塩尻市が笑われるで。どの職員もろくなもんじゃないって言われちゃ

うで、立派なくせに。立派だってことはわかってるんだよ。聞いて、何か直した。 

○消防防災課長 先日も御指摘いただきましたので、先日の北小野地区の防災訓練、あるいは宗賀地区の防災訓

練、そこにつきましては、しゃべるほうも危機感をもってということで放送を私ども管内で流しまして、職員全

員で聞いて、ここはどう、ああどうっていう、しゃべり方までチェックをする中で放送をしたということでござ

います。放送についてもですね、啓発する放送、それから訓練の場合はある程度危機感をもってしゃべらなけれ

ばいけないのですけれども、防災無線のしゃべり方として、なるべくゆっくり文章がはっきり聞こえるようにし

ゃべるというふうに聞いておりますので、啓発の場合については、なるべく語尾もはっきりしてゆっくりといっ

たような状況で話していますので、今後につきましては、御指摘ございますので、もう少し啓発についてもです

ね、はっきりとわかるようなしゃべり方を工夫していきたいと思ってますので、お願いしたいと思います。 

○中原輝明委員 今よくね、皆さんのその説明もわかるだよ。それで部課長の皆さんはあれじゃない。例えば部

長にいたったってその場所を過ぎちゃえば忘れちゃうだよ。それがいけないっていうだ、継続させなきゃ、後続
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に。それがないもんであれだよ、みんないろいろ次にまた言われるだよ。部長たちが言われたことを部下はちゃ

んと聞いててさ、それをそれじゃどうすりゃいいなと継承していかなきゃ。それができないずらに。それでマイ

クに立って、はいやりますじゃ。この次になりゃ、忘れて。聞きゃ、またてきないような放送じゃ、だめだよ。 

○消防防災課長 今回しっかりと指摘を受けておりますので、今後についてはですね、お知らせであっても課内

で一度聞いて、課内の中で流してチェックしながら放送するという態勢をとって今いっています。ただ聞かれる

方によっては、その発音ですね、発音の内容まで御指摘をしてくる方もおります。鳥獣の場合、熊が出たという

放送したら熊なんてものはいない、熊だっていう。そういう御指摘もありますので、その辺についてちょっと難

しい点もございますけども、話し方等については課内で１回流して、チェックをして放送をかけたいと思ってま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。先ほどの関係。 

○議会事務局庶務係長 先ほど、その前段で柴田委員のほうから質問された件について先に答弁をさせていただ

きますけれども、現在、議員共済会のほうから給付を受けていらっしゃる方につきましては、退職年金に関しま

して３２名、遺族年金に関しまして２３名ということで給付のほうを受けていらっしゃいます。平成２４年度に

つきましては、給付費負担率５７．６％ということで計算をさせていただいておりますので、お願いをいたしま

す。 

 続きまして、先ほど山口委員のほうから御質問ありました議会だよりの単価につきまして御答弁申し上げます。

議会だよりにつきましては、２色の部分とカラーの部分がございまして、カラーのページにつきましては単価４．

５円、２色につきましては単価１．３３円ということで契約をさせていただいておりますので、よろしくお願い

いたします。以上です。 

○委員長 よろしいですか。それでは、９９ページまでですが、以上で終了としたいですが、よろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長 それでは、休憩に入りまして１時１５分に再開したいと思います。よろしくお願いします。 

午後０時１０分 休憩 

――――――――――― 

午後１時１４分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

○秘書広報課長 午前中の審査の中で一部訂正をお願いしたいと思いまして、御発言をお願いいたします。山口

委員さんからの御質問で、７１ページの広報しおじりの印刷単価について御質問がございましたけども、私２色

刷りをですね、読み間違えて１．２８円と申してしまいました。実際には１．３８円でございますので、おわび

して訂正いたします。どうも申しわけございませんでした。 

○委員長 それでは、次に移りまして、歳出２款総務費第２項徴税費９８ページから、４項国民年金事務費１３

３ページまでの説明を求めます。 

○税務課長 それでは、決算書の９８、９９ページをお願いいたします。２項徴税費でございますが、税務課、

収納課の両課にかかわりますので、私からは税務課関係につきまして御説明させていただきます。決算書９９ペ

ージ備考欄一番下の段の白丸、賦課事務諸経費１億２，４４６万円余について主な内容を御説明いたします。６
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つ下に印刷製本費３９０万円余がございますが、これは市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税等の納付

書及び郵送用の封筒等の印刷代でございます。１４ほど下に市県民税申告課税業務支援システム使用料３５８万

円余がございます。これにつきましては、確定申告におきまして申告内容をチェックを行うと同時に市県民税の

課税にかかわるデータをその場において蓄積するコンピューターシステムのハード及びソフトの使用料金でござ

います。 

その下、地方税電子化システム使用料３３１万円余でございますが、これにつきましては法人市民税の申告書、

それから固定資産税の中の償却資産の申告書、それと市県民税の課税資料でございます給与支払報告書、それか

ら年金の支払報告書及び国に提出されます確定申告書の写し等の情報伝達を受けるコンピューターシステムのハ

ード及びソフトの使用料でございます。その３つ下に市税還付金１億１２万円余がございます。これにつきまし

ては、２３年度以前の収入として処理されました税金のうち、２４年度中に行われました法人市民税の確定申告

に基づき、予定納税分が過大となった場合の還付、並びに国税である個人所得税及び法人税にかかわる更正請求

に伴いまして、波及を受けました個人市県民税及び法人市民税の還付等でございます。その下に市税還付加算金

３３６万円余がございます。これにつきましては、先ほどの還付金に対して地方税法に基づき加算した加算金の

額でございます。 

 めくっていただいて１０１ページをお願いします。次の白丸、賦課負担金１８万３，０００円でございますが、

これは、本市が加入しております協議会、研究会等３団体に関する負担金でございます。 

 次の白丸、固定資産評価替等対応事業２，０９７万円余でございます。これにつきましては、平成２５年度課

税に向けまして実施しました各種調査、資料作成の委託料１，７７４万円余と、土地の価格が下落傾向がまだ継

続中でございまして、必要に応じて適正な補正をするために平成２４年７月１日現在の標準宅地に関する不動産

鑑定委託料３２３万円余の合計額でございます。私からは以上です。 

○収納課長 収納課関係につきまして御説明いたします。次の白丸、徴収事務諸経費１，０６６万７，０００円

余につきまして、主な内容を御説明いたします。９つ目の黒ポツ、口座振替等手数料４５３万２，０００円余は、

市税の収納に当たりましての口座振替手数料１件１０円、また金融機関への窓口の納付支払い手数料１件３０円

を金融機関へ支払ったものでございます。その４つ下の黒ポツ、インターネット公売落札手数料５万７，０００

円余は、８回実施いたしましたネット公売による手数料でありまして、株式会社ヤフーへ落札金額の３％プラス

消費税を支払ったものでございます。平成２４年度は不動産１件を含む１９点を売却し、１５４万円ほどの税に

充当をいたしました。 

 その下の白丸、徴収負担金４３９万円余につきまして、主な内容を御説明いたします。３つ目の黒ポツ、地方

税滞納整理機構負担金４２０万円は、長野県地方税滞納整理機構へ負担金として支払ったものでございます。以

上です。 

○市民課長 同じページの一番下の白丸、戸籍住民基本台帳事務諸経費は、住基ネットや戸籍システムの運用に

かかわる委託料が主な内容となります。次のページをお願いをいたします。１０３ページ、黒ポツの上から３つ

目、住基ネットシステム改修委託料につきましては、戦後約６０年間続いた外国人登録法が廃止され、昨年７月

から適法に３カ月を超えて在住する外国籍市民の１，１４８人の皆さんを住民票及び住基ネットに登載するなど

住基ネットシステムの改修に必要な委託料として払ったものでございます。なお、この委託料のうち国の定める
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標準的な経費について、交付税による地方財政措置が講じられております。以上です。 

○選挙管理委員会事務局長 続きまして選挙費でございます。１０２、１０３ページをお願いいたします。決算

説明資料では４５ページになります。１目選挙管理委員会費につきましては、選挙管理委員の報酬、職員の給与、

それから委員会運営の関係で各種所属するところの負担金、分担金等が主なものでございます。 

 続きまして２目選挙啓発費につきましては、選挙の常時啓発にかかわるもので、最初備考欄の選挙ポスター表

彰記念品代は、明るい選挙啓発ポスターを募集し、応募した全員に参加賞を、また優秀賞者に賞状と記念品を贈

ったものであります。小学生は９校２６３人、中学生は３校で６７人、過去最高の３３０人の応募をいただきま

して、その中で塩尻中学の１年生が全国審査で明るい選挙推進協会会長賞、都道府県選挙管理委員会連合会会長

賞を受賞いたしました。 

その下３目衆議院議員選挙費でございますが、昨年１２月１６日に執行されました衆議院議員総選挙及び最高

裁判所裁判官国民審査の執行経費でございます。長野県第４区定員１人、立候補４人ということで行なわれ、本

市では有権者５万４，５８５人、投票者３万３，２３７人、投票率６０．８９％でございました。その選挙執行

経費の主なものについて御説明いたします。投票管理者等の報酬につきましては、投票管理者、期日前投票管理

者を含めたものでございます。 

職員給与費につきましては、投票事務関係３０１人、開票事務関係２１５人が主なものでございます。 

 次にめくっていただきまして１０４、１０５ページでございますが、１０５ページ黒ポツ上から５つ目、郵便

料１２７万円余でございますが、これは入場券の発送分が主なものでございますが、この入場券、このとき初め

て期日前投票にかかわる宣誓書を刷り込みまして、この衆議院選から実施をさせていただきました。期日前投票

者の１１％がこの宣誓書を利用していただきました。それから下から５つ目の黒ポツでございますが、ポスター

掲示場設置委託料２５２万円につきましては、市内２７７カ所の選挙ポスター掲示場の設置管理、撤去を委託し

たものでございます。以上でございますが、この衆議院議員選挙の経費は委託金といたしまして、県を通じて国

から全額支払われております。以上でございます。 

○企画課長 続きまして、その次、５項統計調査費につきましては、全体で１，５３５万円余でございました。

１目統計調査総務費の備考欄の白丸、職員給与費、これにつきましては、職員２人分の給与でございますし、次

の白丸、統計調査諸経費の３つ目、印刷製本費５９万円余とございます。これにつきましては、統計しおじり２

０１２年版、それから統計から見た塩尻市の姿を作成したものでございます。 

 次の２目基幹統計調査費、これにつきましては決算額２７４万円余でございます。内容といたしましては、学

校基本調査、就業構造基本調査、工業統計調査等の実施によります指導員、調査員の報酬等でございます。以上

でございます。 

○監査委員事務局長 続きまして１０６、１０７ページをごらんいただきたいと思います。決算説明資料では４

７ページの上段になります。６項１目監査委員費につきましては、支出済額が１，２８８万２，９２４円でござ

いました。このうち委員報酬の２９５万５，５９９円につきましては、識見委員２名に対しまして月額９万６，

０００円の報酬を、議選委員１名に対しまして月額５万４，３００円の報酬を支払ったものでございます。 

 次に監査委員事務諸経費につきましては、支出済額５７万９，８２２円でございました。このうち主なものは、

会議や研修会に出席した際の旅費が１０万２，４００円、費用弁償が３１万５，６８０円、会議出席負担金を初
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めとする各種負担金が４万円でございました。以上です。 

○健康づくり課長 ページ飛びまして１１８、１１９ページをお願いいたします。３款民生費７目楢川保健福祉

センター管理費でございます。真ん中辺の丸印、楢川保健福祉センター管理諸経費、これにつきましては、施設

の通常管理に要する経費でございます。３１６万円余でございました。３つ目の黒ポツ、電力使用料、施設に関

する電力料でございますが１０３万６，０００円余。その２つ下、５つ目でございますが営繕修繕料、これにつ

きましては、トップライト、天窓の漏水修繕２カ所の１５万７，０００円余で締めまして、１８万２，５００円

となりました。下から２つ目の黒ポツ、施設管理委託料、これにつきましては施設管理を一部業務委託をしてお

ります。ＮＰＯ法人ビレッジならかわに施設の開閉、また利用の申し込み、日常の設備点検等を行っております。

６９万７，０００円余でございます。以上でございます。 

○市民課長 その下の８目国民健康保険総務費の３つ目の白丸、社会福祉事業繰出金は法の規定に基づき保険税

軽減相当額などの繰り出しを行ったほか、２３年度の税率改定における財政支援といたしまして、その必要額を

一般会計から国保事業特別会計に繰り出しを行ったものでございますけども、具体的な内容につきましては、あ

すの国保事業特別会計の決算の中で説明させていただきます。 

 その下白丸、後期高齢者医療広域連合負担金は、本県の広域連合に対する事業費及び医療費にかかわる負担金

となります。黒ポツ２つ目の医療費は、本市の加入者にかかわる医療給付費に対し、市町村公費負担分として１

２分の１に相当する額を負担しておりますが、毎年負担額が平均６％台で大きく増加する中にありまして、２４

年度決算においては前年比０．９％、４８９万円余の増と低い増加率になっております。これは制度創設以来比

較できます２１年度から、初めて本市の加入者1人当たり医療費が前年度を下回ったことから、広域連合への公

費負担による医療費負担が少ない増加率に抑えられたものでございます。 

次のページをお願いをいたします。１２１ページ最初の後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、法の規定に基

づき事務費及び保険料軽減相当額を本市の特別会計に繰り出しを行ったものでございます。 

続きまして、ページをずっと飛ばしていただきまして１３２、１３３ページまでお願いをいたします。１３２、

１３３ページをお願いをいたします。１３２、１３３ページ、下段の４項１目国民年金事務費につきましては、

平成１４年度から保険料徴収を含め国の直接事務となっておりますので、法定受託事務として事務諸経費等を国

の委託により執行したものでありますが、例年どおりの内容となっております。民生費までの説明は以上です。

よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、説明を受けました１３３ページまで質疑を行います。委員の皆さんありましたらお願いし

ます。 

○山口恵子委員 １０１ページの地方税滞納整理機構負担金が掲載されていますが、県のほうの機構の状況、新

聞報道などで見ますと全部で５．３億円徴収ができたというような報道がありますが、そのうち塩尻市内の分の

状況をお聞きします。 

○収納課長 塩尻市２４年度は２５件を徴収をお願いいたしまして、移管の本税額が４，８４０万６，６４２円

でありました。そのうち徴収いただいたのが１，１５４万２，５１０円、徴収率でいきますと２３．８４％徴収

をいただいております。以上です。 

○山口恵子委員 機構としても目標にはなかなか届かないという、厳しいというような状況がありましたけれど
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も、県内の中で比べると塩尻市内のこの２３．８％の徴収の割合というのは、いいほうなのかどうなのかをお聞

きします。 

○収納課長 機構全体でいきますと１５％です。私どもは２３．８４であります。以上です。 

○山口恵子委員 それで２５件、ことし移管されているということですが、その後全額徴収できればいいわけで

すけれど、なかなか厳しいと思いますので、その後の処理というか、対応はどのようになるのか、お答えくださ

い。 

○収納課長 ２５件のうち完納者が１人ありました。それで、あと残りがありますけども１７人からは分納いた

だいております。それで、全く納税がない人が８人おりました。それで８人につきましては、状況等が機構から

返っておりますので、またそれを、状況を見ながらこれから、これからって言いますか、もう始まってますけれ

ども処理をしていきたいというふうに考えておりますし、その中で執行停止が妥当だというような意見ももらっ

てるのがありますので、執行停止に行きたいと思っております。 

○委員長 ほかにございますか。 

○柴田博委員 ９９ページの一番下ですけれども市税還付金、先ほどの説明で法人税の部分と個人所得税の部分

ということでしたが、それぞれ内訳がわかったら教えてください。 

○税務課長 還付金でございますけれど、法人市民税が１０２件で金額で８，５４４万３，７００円、それから

個人市県民税が１４５件で５０８万７，７４４円等でございます。ほかにもまだ固定資産税、軽自動車税等がご

ざいます。 

○柴田博委員 法人税の場合、先ほど説明があったんで大体どういう場合かわかるんですけど、個人所得税の場

合はどういう場合に大体還付するってケースが多いわけですか。 

○税務課長 いわゆる国税、所得税ですね。所得税を更正請求と言いまして、１回申告してしまったものをです

ね、過年度において扶養を取り忘れたとか、それとか医療費控除を取り忘れた等々、改めてですね、更正請求、

１回した申告に対してさらに控除対象となって税額が落ちる要素があったものですから、これを更正請求と言い

ますけど、更正請求されて所得税は返りますけれど、これに準じて市県民税も当然還付ということになりますの

で、更正請求された場合にこのような事態が生じます。 

○柴田博委員 その件数は大体例年、２４年度分と同じようなもんですか。 

○税務課長 詳しい資料はちょっと手元に持ってませんが、大体そんなに多くは変わらない状況で、市県民税に

おきましては、そんなに大きくは変わらない状況です。 

○委員長 ほかにございますか。 

○森川雄三委員 細かいとこだけど９９ページのね、家屋評価用パソコン使用料１００万円余とありますが、前

年度が３０万円弱だったんだが、これはどうしてこうなったのか。 

○税務課長 平成２４年度におきまして、システムの入れかえをしたために金額が増額となりました。 

○森川雄三委員 それじゃ、以前のシステムは安かったってこと。 

○税務課長 では、補佐のほうからお答えさせていただきます。 

○資産税係長 ２４年度につきましては、２４年度が評価がえということで、今まで行っておりました家屋評価

システムを再リースという形で行っておりました。それを２４年度の途中から新しいシステムに変更するという
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ことで、かなり前期につきましては安い金額で抑えられていたということで、金額が上がっております。 

○森川雄三委員 もう１点いい。１０１ページのね、ネット公売の関係なんだが、９件で１５４万円を得たとい

うようなお話ですが、いわゆる９件というのは滞納されている部分の件数で、そこから引き上げてきた債権をネ

ットへかけたということですよね。この９件の滞納額と言うか、債権額って言うんですか、そこら辺はおわかり

になります。 

○委員長 収納課長でいいですか。 

○収納課長 担当の補佐から説明させますので、お願いします。 

○滞納整理係長 ９件と申しましたが、全部で１９件でございます。主なものは不動産の売却代金が大半を占め

ておりまして、不動産の先ほど課長の説明の折１件とありましたが、この滞納額は２２５万７，３００円でござ

います。あと電話加入権が３本ありますが、これは１万円に満たないほどの滞納でございます。それから動産が

１５件ありますけども、これは５０万円ほどの滞納者になります。以上でございます。 

○森川雄三委員 そうすると約３００万円くらいの債権があるわけだよね。それで、売れたのが１５４万円とい

うことは、半額返って来たということなんだが、これはあれですか、それでもうあと残りの債権に関してはもう

放棄するというか、そういう形になるわけですか。そこら辺はいかがです。今、俺の計算があってるかどうか、

それから、それでいいかどうか。 

○滞納整理係長 先ほど、これもケースバイケースでございますので、不動産の方については財産がそれしかな

い方の公売に付しましたので、したがいまして、２２５万７，３００円のうち約１２０万円を不動産の売却によ

りまして市税に充当いたしました。残りにつきましては、不納欠損してございます。それから電話加入権でござ

いますが、既に倒産した会社の数千円の滞納を電話加入権で、やはり数千円、４，１００円ですかね、充当にな

りましたので、残りの何千円かについては、もう既に倒産した会社ということで不納欠損に付してございます。

それから動産の者については、引き続きその方の動産がまだ残っておりますので、継続公売中で様子を見る状況

でございます。以上です。 

○森川雄三委員 もう１回いい。それじゃ、今の説明では、まだ財産があるというか、場面においてはそれを差

し押さえながら公売にかけることはできると、債権が残ってれば。そういうことでいいわけですか。 

○滞納整理係長 そのとおりでございます。 

○森川雄三委員 はい、了解。 

○委員長 ほかにございますか。よろしいですか。 

 それでは、１３３ページまでは、以上で終了といたします。それでは、１３４ページ、歳出４款衛生費の１３

４ページから９款消防費２０３ページまでの説明を求めます。 

○健康づくり課長 それでは、１３５ページをお願いいたします。丸の２つ目になりますけれども、保健衛生事

務諸経費でございます。この項目につきましては、地域医療の推進と市民の安全できる生活の確保という項目で

ございますけれども、２，６７５万円余でございます。ポツの真ん中辺になりますけれども在宅当番医制事業委

託料、その下の在宅歯科当番医制事業委託料、その下の当番薬局制事業委託料でございますけれども、塩筑医師

会、歯科医師会、松本薬剤師会に委託をいたしまして、土日祝日、あるいはお盆、年末年始等の休暇のときに当

番制において営業をしていただいて、休日祝日の救急医療等の確保を行ったものでございます。３つ合わせまし
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て５９６万６，０００円余でございました。下から３つ目のポツになります。病院群輪番制事業負担金１，３４

９万２，０００円でございますけれども、これは松本広域圏３市５村におきまして二次医療機関、病院さんへ輪

番制にて委託をしているものでございます。管内９病院への委託ということでございます。 

 それから次の丸印、保健衛生繰出金でございます。地域医療確保のためのそれぞれの診療所へ運営繰り出しと

いうことで行ってきております。４，８７９万５，０００円余でございまして、前年同期で１，５０９万円余、

４４．８％の増でございました。１つ目のポツ、両小野国保病院組合繰出金でございますけれども、当初の繰出

金に加えまして、２４年度の赤字総額５，４１７万９，０００円余でございましたけれども、これを塩尻市、辰

野町の折半におきまして、合計繰出金が３，７９３万円余でございました。その次のポツ、国民健康保険楢川診

療所事業特別会計繰出金でございますが、１，０８６万円余の支出をしてございます。 

 次の丸印、天使のゆりかご支援事業でございます。これにつきましては、２つ目のポツになりますが、不妊に

対する治療の補助金ということでございまして、２４年度９１人が申請をしております。３４人の出生児を迎え

ております。ちなみに平成１７年から制度は発足しておりますけれども、２４年度まで累計で１７２人の出生を

見ております。１，７６７万円余の支出でございました。 

 次の丸印、予防対策事務諸経費でございます。この項目は予防接種法に基づきます乳幼児から高齢者までに集

団及び医療機関、個別の各種の予防接種の費用でございます。５つ目のポツ、消耗品費、これが主にワクチン代

でございまして、ポリオ、二混、三混、麻しん、風しん、ＢＣＧ、日本脳炎等のワクチン代でございまして、４，

０９６万円余の支出でございます。一番下のポツになります。個別接種医師委託料、これにつきましては医療機

関に依頼をして予防接種をいたしますけれども、その中で予防接種の種類におきましてのワクチン代、及び手技

料ということでお支払いをしてございます。１億４，１２７万余の支出でございました。 

 めくっていただきまして１３７ページでございます。最初の丸印、感染症予防対策費でございます。これは感

染症法に基づきます肺がん、結核検診の検診費でございまして、４つ目のポツ、結核健康診断委託料、胸部のレ

ントゲン検診でございますけれども、健康づくり事業団への委託として間接撮影、これはバスで各地区回ってお

る検診でございますが、４，７０８人、３９０万７，０００円余でございました。下のＣＴ撮影（二次）につき

ましては、一次検診で疑わしき方について、これは精密検査ではありませんけれども、より精度の高い検査とい

うことでＣＴ撮影ということで行っておりまして、１３９人で９９万円２，０００円余ということでございます。 

 それから２つ飛ばしまして、３つ目の健康増進事業でございます。市民の健康増進のための健康教育、健康相

談、各種検診を行ってきております。６，５１１万円余の支出でございます。中ほどのポツ、保健対策事業委託

料、これにつきましては胃から始まりまして前立腺までのがん６検診と申しておりますけれども、それに加えま

して目、歯、骨、肝炎ウイルス等の検診につきまして、集団では健康づくり事業団、個別では塩筑医師会、ある

いは松本市医師会への委託として各種検診を行ってきております。額で５，５１１万円余の支出でございました。

それから下から４つ目のポツになります。ＡＥＤ使用料になります。これは従来設置に加えまして、市内約５カ

所の公共機関を含めたリース料で、２４年度現在で７８施設８２基のＡＥＤを設置をしてきております。 

 めくっていただきまして１３９ページになります。高齢者歯科健診事業、これは寝たきり、あるいは障害によ

りまして通院困難な方への訪問歯科健診ということにしておりますけれども、下から２つ目のポツ、歯科健診委

託料として２４年度は６６件の方へ訪問健診をしております。１５１万８，０００円余の支出でございます。 
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それから、その次の丸、後期高齢者等保健対策事業、これにつきましては、下から４つ目のポツになります。

これは後期高齢者医療制度に加入している市民対象の方への健診ということでお願いしたいと思いますけれども、

健診委託料につきましては、集団として健康づくり事業団、あるいは個別健診では塩筑医師会へお願いをして、

健診をしていただいております。２，７２６人の受診がございました。ちなみに昨年は２，７０２人ということ

で、０．９％の増でございます。１，９５０万円余の支出をしております。 

それから食育推進事業でございます。下から２つ目のポツ、食生活改善普及事業委託料ということで、食生活

改善推進協議会への委託事業としまして、離乳食、妊産婦、あるいは高齢者等への料理教室、あるいは料理指導、

伝達等を行ってきております。６６万５，０００円でございました。 

それから丸印、母子保健事業でございます。これにつきましては、母子への保健指導、子育て支援ということ

でやっておりますけれども、中ほど下のポツ、一般健康診査委託料でございまして、これにつきましても塩筑医

師会へ加入の医療機関へ委託をしてございます。妊婦一般につきましては、延べで７，３３９件、ちなみに前年

度は６，５１７件ということですんで、８２２件の増でございました。それから、その下の乳児一般健康診査委

託料につきましては、生後３カ月から１歳になる手前までの児が対象でございまして、３５８人、２００万円余

の支出がございました。私は以上でございます。 

○生活環境課長 それでは、私から１４０、１４１ページの５目環境衛生費の主な内容につきまして御説明を申

し上げたいと思います。決算説明資料では６０ページからとなりますので、あわせてごらんいただきたいと思い

ます。まず１４１ページの上から２番目の白丸、環境衛生一般事業でございますが、この事業は公衆便所、公衆

浴場、飼い犬の飼育と狂犬病予防対策、また地域の清掃活動に対する支援対策事業となっております。中でも主

なものといたしまして３番目の黒ポツ、衛生部長謝礼と中ほど少し下の黒ポツ、環境衛生活動委託料でございま

すけれども、衛生部長手当につきましては２６２万円余でございます。内容は均等割２万３，１００円と各区の

戸数に戸数割単価５５円を乗じて得た額が衛生部長の手当となります。衛生部長６９人に対しまして直接支払っ

たものでございます。また、中ほど少し下の黒ポツ、環境衛生活動委託料６３１万円余でございますが、ごみの

分別やごみのステーションの管理など、指導、各種環境衛生にかかわりますチラシや文書の配布に対する経費と

いたしまして、各区の戸数に１戸当たり３００円を乗じて算出した額を地区衛生協議会を通じまして、各区に委

託料として支払ったものでございます。その４つ下の公衆浴場経営安定化等助成事業補助金２４万円でございま

すが、現在市内の民間公衆浴場は大門一番町にあります桑の湯１件になっております。これに対しまして、県の

補助と塩尻市の補助を２分の１ずつ１２万円ずつですが、これを合わせまして２４万円を補助しているものでご

ざいます。 

 次の白丸、資源リサイクル推進事業８，８４３万円余でございますが、この事業は一般家庭の瓶、ペットボト

ル、紙類、古布類、金属類等の収集運搬処理にかかわる経費や、ごみを分別して燃えるごみや埋立てごみを減ら

し資源として有効活用することを促進するための補助金の交付という内容になっております。８つ目の資源物回

収事業委託料６，０８１万円余でございますが、一般の御家庭が地区のごみステーションに出しております紙類

や古布類、金属類、３，９１２トンが収集されましたんですけれども、それの収集運搬処理にかかわる委託料で

ございます。その３つ下の黒ポツ、生ごみ処理機器購入費補助金１６１万円余でございますが、電動攪拌式生ご

み処理機５４台、生ごみの堆肥化を促進するコンポスター、プラスチックでできた緑色のバケツをひっくり返し
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たような形のもんですが、これが２７台に対しまして補助を交付をしたものでございます。ちなみにこの補助制

度が始まりましたのは、平成１２年から始まっておりまして、累計台数は２，１５１の補助を出しております。

一部はもう使われていない分もあると思いますけれど、補助の台数としましてはそのような結果になっておりま

す。その２つ下の黒ポツ、資源物回収事業補助金６０４万円余でございますが、ＰＴＡの廃品回収や各区で出さ

れた資現物に対します補助金でございます。 

 その下、花による美しい環境づくり事業でございますが、各区の花壇あるいは公共施設に、花壇の設置用資材

といたしまして花苗７種５万７，６４９本を配布したものでございます。 

 その下、「クリーン塩尻」推進事業４２３万円余でございますが、例年行われております春秋の市内一斉清掃に

かかわります車借上料と、９月下旬から１０月上旬に環境イベントとして行っております環境と食と生活のフェ

アの負担金が主なものでございます。１４２、１４３ページをお開きいただきたいと思います。３つ目の黒ポツ、

環境と食と生活のフェア負担金２９８万円余でございますが、昨年は９月３０日の日曜日に大門銀座通りの一部

を歩行者天国といたしまして、市民交流センターのえんぱーくまつりと共催をしまして実施いたしました。フェ

アの内容でございますが、小中学生が書いた環境メッセージの発表や環境あるいは食にかかわる団体の皆さんの

出店によりまして、多くの市民の皆さんに親しまれるイベントの開催をさせていただくことができました。その

下「クリーン塩尻」推進連絡会議補助金３６万円でございますが、この団体につきましては、協働によるまちづ

くりを推進する団体でございまして、市民団体や市内の事業者、計現在９５団体加盟しておりまして、最も顕著

な取り組みといたしましては、エコ・ウォーク「クリーン塩尻」大作戦ということで、昨年は１０月に開催した

ものでございます。 

 次の丸、廃棄物不法投棄防止対策事業１，２８１万円余でございます。不法投棄されました廃棄物の処理、処

分、道路等で事故に遭い死んだ犬、猫やポイ捨てごみの処理にかかわった経費でございます。不法投棄をいち早

く片づけ、次の不法投棄を防止するという意味で行っているものでございます。昨年は前年比１３９万円、約１

０％の減ということになりました。この主な内容につきましては、平成２３年７月に地上デジタル放送への完全

移行がなされました。これに伴ってアナログテレビと、それと一緒にですね、投棄された家電製品、あるいはタ

イヤなどの不法投棄が昨年度は減ったということでございます。具体的には、道路、河川、山等の定期的パトロ

ールや市民からの通報により発見されたものでございまして、不法投棄された家電製品類７３台、あるいはポイ

捨てされた可燃ごみ約１４トンなどをいち早く片づけてきたものでございます。 

次の丸、公害防止対策事業７２２万円余でございます。市内の大気汚染、河川や湖沼の水質、国道沿線の騒音

等の調査を定期的に行っているものでございまして、毎年継続してモニタリング調査することによって数値の変

化を的確に把握しながら、大きく変動した場合の原因究明と必要な対策を施しているものでございます。この事

業の中段下にあります自動車騒音調査委託料でございますが、この調査は平成２４年度から県からの権限移譲に

よりまして行っているものでございます。昨年は県道松本塩尻線沿いと国道１９号線沿いの２カ所を騒音調査し

たものでございます。 

 次の丸、自然環境保全事業１６５万円余でございます。その中の４つ目の黒ポツ、自然保護・調査パトロール

委託料４０万円でございますが、塩尻市自然保護ボランティアに委託いたしまして、高ボッチ高原の管理棟の管

理運営と市内の絶滅危惧種等の希少動物等の現状把握の調査を行っていただいたものでございます。またその下、
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アレチウリ等外来植物駆除委託料９９万円余でございますが、平成２１年度から緊急雇用創出事業補助金を受け

てシルバー人材センターに委託し、田川沿いのアレチウリの駆除を継続的に行ってきたものでございまして、帰

化植物の著しい繁殖を抑制したものでございます。 

 次の丸、地球環境保全事業３，４４５万円余でございます。次の１４４、１４５ページをお願いをしたいと思

います。上から５番目の黒ポツ、新エネルギー導入普及事業補助金３，４０５万円余でございます。前年度対比

８２２万６，０００円、約３１．９％の増となっております。これは、途中、昨年９月に補正をさせていただい

たものでございますが、ソーラー発電システム等の設置した者に対し補助金を交付しているものでございますけ

れども、東日本大震災によります原発事故の影響による再生可能エネルギーへの利用への関心が高まったことと、

御承知のとおり昨年７月にですね、再生可能エネルギーの固定価格の買い取り制度ができたということもあって

ですね、特にソーラー発電のシステムに対する関心がふえ、全体で２３８件の補助をさせていただきまして、一

般家庭が取り組む再生可能エネルギーの普及という形で寄与することができたというふうに感じております。 

 次の丸、環境教育推進事業５３万円余でございます。この事業は第四次塩尻市総合計画の後期基本計画の第３

章に「環境をまもる心をはぐくむ」という事業でございます。老若男女を問わずですね、出前講座や環境学習の

発表会、あるいは施設見学会などの実施のほか、昨年度は特に信州Ｆパワープロジェクトにかかわる森林整備、

森林の大切さということを含めまして「森のめぐみと私たちたちのくらし」と題しまして地区説明会をさせてい

ただいてきたものでございます。また、同じくごみの共同処理に伴ってですね、ごみの状態等を市民の皆さんに

理解をいただき、意識を高めてきたという内容のものでございます。 

 次の丸、環境管理システム推進事業でございます。いわゆる市役所のＩＳＯ１４００１の認証にかかわる経費

でございます。５番目の黒ポツの審査登録・支援業務委託料４９万円余でございますが、本市の取り組みの支援

や審査のためにですね、日本検査キューエイ株式会社に委託した経費でございます。 

 次の合併処理浄化槽設置事業につきましては、水道事業部になりますので割愛いたします。 

 次の丸、高ボッチ高原・よみがえれ大作戦事業の中の高ボッチ環境基本方針策定調査委託料１２８万円余でご

ざいますが、高ボッチの本来の植生を復元させるために、将来においてどのような環境管理を進めて行くのがい

いのかということを方向づけしていくためにですね、基礎調査を行ったものでございまして、平成２３年と２４

年の２年にわたる事業といたしまして、専門業者に委託し行ってきたものでございます。この調査結果に基づき

まして、本年度緊急的に対応すべき整備工事といたしまして、牧柵の取りかえ工事等を行っているものでござい

ます。また、本年度から植生復元試験ということで、事業を進めているものでございます。 

 次の丸、斎場施設管理費の中、黒ポツ、斎場運営業務委託料１，５３８万円余でございます。斎場での火葬及

び案内業務、それから屋内及び場外の清掃管理等を有限会社塩尻造花に委託しているものでございまして、従業

員３人分の人件費のほか、もろもろでございます。昨年は友引と、それから年始の２日を除き、３００日の火葬

業務に携わっていただいたものでございます。 

 次の丸、斎場施設維持整備費４，１６１万円余でございますが、斎場は平成１５年、１６年で大規模改修を行

っております。以降、機械設備の老朽化に伴います更新や修繕を平成２３年と２４年の両年にわたり行ってきて

まいりました。２系列ございます排ガス処理の中の１系列分の火葬炉にかかわる熱交換機、あるいは火葬したと

きに出る灰のですね、集じんをするフィルターの交換、あるいは消防法の改正に伴いまして地下石油タンクの整
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備を法律上しなきゃいけなくなりましたので、その整備ということで施設の長寿命化を図るという意味で行って

いるものでございます。今後は、今現在４炉ございますが、うち３炉が人を火葬する炉になっております。今後

継続的な改修が必要であるというふうに考えております。また、その下の黒ポツ、火葬棟屋根改修工事１，７４

６万円余でございますが、火葬棟はこれまで銅ぶき屋根でございましたが、３０年余経過いたしまして、雨漏り

がしてきたということで、昨年度ふきかえをさせていただいたものでございます。なお、営繕修繕料の５４９万

円余でございますが、昨年、ちょうどこのころですね、斎場で事故が起きましたが、５４９万円のうちの３１５

万円余につきましては、火葬中に起りました集じんフィルターのですね、熱損失事故によりまして、これを修繕

したものになっております。原因といたしましては、ひつぎ内に納められた副葬品ですが、こういったものが異

常燃焼したことではないかという原因究明をしてきております。このことを踏まえまして、緊急的な運転管理の

研修、あるいは一部燃焼制御方法の見直しをしてまいりました。また、特に火葬される御家族の皆さんにつきま

しては、こういったものをですね、プラスチック関係のものとか、そういったものを入れないようにという注意

の喚起を文書により今現在お願いをしているものでございます。 

次の丸、霊園管理諸経費でございますが、下段にあります霊園管理業務委託料でございますが、利用者への案

内や管理上の軽微な作業をシルバー人材センターに委託しておりまして、昨年度は２６４日の受付日となってお

ります。事業の最後の黒ポツ、永代使用料還付金９件でございますが、１００万円余でございます。市民が東山

霊園の聖地を購入をされまして、何らかの理由によって返還を希望した場合に使用者が保有していた経過年数に

応じて、購入時の永代使用料の一部を還付しているものでございます。 

次の霊園整備事業１，４００万円余でございます。本会議におきましてもちょっと御質問がございましたが、

残り少なくなりつつあります聖地でございます。平成２３年、２４年で、この２年間にわたってですね、新しい

区画を造成させていただきまして、平成２３年度に６９区画、２４年度に３１区画の計１００区画を造成いたし

まして、聖地数全体で２，０６１区画が今現在ございます。しかしながら、この２５年３月末でですね、聖地の

残数が今現在６４区画という状況になっております。 

 し尿につきましては、水道事業部でございます。 

 １４８、１４９ページの中段になります。下のごみ処理負担金でございます。３億６，７０９万円余でござい

ますが、御承知のとおり平成２４年４月１日からごみの共同処理が始まりました。これに伴いまして、塩尻市、

松本市、山形村、朝日村を構成市村とする松塩地区広域施設組合が設置されまして運営しているとこでございま

すが、そこに支払いました可燃ごみ処理にかかわるものと、朝日村にあります最終処分場の運営費にかかわる負

担金でございます。負担金は建設費の分担金と管理運営費の分担金と２本立てで可燃ごみの量に応じて負担して

いるものでございます。 

 次の丸、旧塩尻・朝日衛生施設組合未払金でございますが、塩尻・朝日衛生施設組合が昨年３月３１日に解散

して、打ち切り決算しましたことにより、地方自治法の定めるところにより４月以降支払うはずだった同組合の

未払金を、組合の管理市であります塩尻市が引き継いで精算を行ったものでございます。詳細は申し上げません

けれども、１５０、１５１ページをお願いをしたいと思います。このページの中ほど、この事業の一番最後の黒

ポツでございますが、決算剰余金精算金３２０万円余がございます。この内容でございますが、３月３１日に塩

尻・朝日が打ち切り決算をいたしまして、これまた歳入の５７ページのところにも出てきてまいりますが、１億
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１，６３６万円余のですね、塩尻・朝日衛生施設組合の残余金を塩尻市は受け継ぎました。この残余金プラス昨

年の５月までに入ってくるべきごみ処理手数料等の未収金を合わせまして、こちらにあります歳出の項目に載っ

ているもの全てを支出しまして、最終的に剰余金が６，１６０万１，００９円という形になりました。これを解

散した組合の負担金の案分率、これは、平成２４年度の予算を決定するときに決めた塩尻市と朝日の負担率なん

ですが、塩尻市が９４．８、朝日が５．２という割合で精算をさせていただきましたところ、朝日村が３２０万

円余、ここにあります３２０万３，１７４円ということで、塩尻市から朝日村に還付したものでございます。ち

なみに最終的に残ったお金は塩尻市のものということになりまして、５，８３９万７，８３５円という金額とな

ったものでございます。 

 次の丸、廃棄物等収集運搬処理事業でございます。１億８，６９５万円余でございますが、この事業はですね、

平成２４年度から塩尻・朝日が行ってきた事業を引き継いでいるものでございます。この事業の中段付近にあり

ます黒ポツ、廃棄物収集委託料１億１，２３６万円余でございますが、これが主として、主な内容になっており

ます。本来なら組合の解散でそれぞれの市町村の事務として取り扱いされてくるもので、収集運搬もですね、塩

尻市は塩尻市、朝日村は朝日村という形をとるところですが、これまでの経過を踏まえまして、事務事業の効率

化を継続するという意味で、地方自治法の定めにより朝日村からこの収集運搬の部分を事務委託を受けまして、

塩尻市が行っているものでございます。よって、この事務事業につきましては、朝日村の負担金というものがで

すね、歳入で入ってくるものでございます。主な内容につきましては、先ほど申し上げましたように収集運搬委

託料が１億１，２３０万円余でございます。また、その下のですね、これらのプラスチック製容器包装圧縮梱包

委託料につきましては、市内の前田産業にこの処理を委託してございます。これらにお支払いをした委託料とい

う形になっております。 

 １５２、１５３ページをお願いをしたいと思います。白丸の１番目、２番目でございますが、水道事業会計繰

出金は市内の消火栓の設置あるいは老朽管の更新事業などを、また簡易水道事業特別会計繰出金につきましては、

楢川地区の簡易水道事業につきまして、建設改良費や維持管理費などにつきまして、水道事業会計のほうの安定

化を図るために一般会計から繰り出している内容のものでございます。以上でございます。 

○消防防災課長 それでは、１９８、１９９ページをお願いいたします。９款消防費１項消防費１目常備消防費

から説明をいたします。１９９ページ備考欄の一番上、この白丸、消防負担金、１つ目の黒ポツ、松本広域連合

負担金５億６，７００万円余、これでございますが、これは常備消防運営のための消防費の共通経費に相当する

負担金５億６，０００万円余のほか、本市への派遣職員１人分の人件費７７０万円余であります。それから、そ

の下の黒ポツ、松本広域連合負担金（高速救急業務）１，１００万円余につきましては、長野高速自動車国道に

おけます救急業務に対する負担金でございまして、中日本高速道路株式会社から支弁金として本市へ支払われた

ものを、そのまま負担金として松本広域連合へ支払ったものでございます。その下の黒ポツ、長野県消防防災ヘ

リコプター運航協議会負担金１２８万円余でありますが、長野県消防航空隊の消防委員にかかる人件費でござい

まして、松本広域消防局からは３名の職員を派遣しております。その下の黒ポツ、木曽広域連合負担金２９７万

４，０００円、これにつきましては、木曽広域連合の消防庁舎建設に伴う起債の償還分でございまして、平成２

９年度までを予定しております。 

 次に２目の非常備消防費をお願いいたします。備考欄一番上、委員報酬６万７，０００円につきましては、消
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防委員１０人分の報酬で延べ２回開催をいたしております。 

 それから白丸１つ飛びまして３つ目、団員報酬２，１６４万円余でございますが、これにつきましては、消防

団員９００人分の報酬でございます。 

 それから白丸２つ飛ばしまして上から６つ目、消防団補助費８２０万円余でございますが、１つ目の黒ポツ、

消防団員退職報償金７８０万円につきましては、５年以上勤務をしました団員のうち退団した３１人に対しまし

て、階級や勤務年数に応じた退職報償金をお支払いしたものでございます。 

 その下の白丸、消防事務諸経費２４０万円余でございますが、２０１ページをお願いいたします。上から９つ

目の黒ポツ、無線装置保守点検委託料７３万円余でございますが、これは塩尻地区の消防団無線の保守点検４９

万９，０００円余と楢川地区の消防団無線の保守点検２３万８，０００円余でございます。 

 次の白丸、消防団諸経費１，９６２万円余でございますが、上から７つ目の黒ポツ、電力使用料２７９万４，

０００円余、これにつきましては、消防詰所等の電気料になります。黒ポツ１つ飛びまして、車両修繕料２８２

万９，０００円余でございますが、これにつきましては、ポンプ車、積載車の車検代、点検費用等でございます。

その下の被服費４５７万円余につきましては、団員のはっぴ、活動服などの被服費とあわせまして、昨年は雨天

災害活動時等の団員の安全性の確保と迅速な災害活動を図るために雨がっぱ３７５着を整備したものでございま

す。それから黒ポツ５つほど下がりまして、備品購入費４８９万４，０００円余でございますが、ポンプ操法大

会等で使用いたします水槽用給水器、消火栓ホースなどの備品をそれぞれ購入したものでございます。 

 それから次の白丸、消防負担金１，９８６万円余のうち、２つ目の黒ポツ、消防団員退職報償金負担金１，７

２８万円でございますが、これは団員の労苦に報いるために５年以上勤務して退団した団員に対しまして退職報

償金を支払うための負担金でございまして、１人当たり１万９，２００円を基金のほうへ支払っているものでご

ざいます。黒ポツ１つ飛びまして、公務災害補償費負担金２０１万３，０００円余、これにつきましては、消防

団員が公務により死亡あるいは負傷した場合に、その損害に対しまして補償するための負担金で、１人当たり１，

９００円の負担をしたものでございます。 

 次に、その下の白丸、消防交付金１，６７１万円余、１つ目の黒ポツ、消防団運営交付金１，３７６万円余で

ございますが、これは消防団を運営するための交付金でございまして、団員数、世帯数、それから消防車両の数

などに基づきまして、各部に交付をしているものでございます。その下の災害出動交付金１５３万９，０００円、

これは消防団員による火災の消火活動、あるいは行方不明者の捜索活動の出動に対しまして交付するもので、半

日出動は１，５００円、１日出動が３，０００円ということで交付をさせていただいております。昨年度は延べ

１９件出動をいたしまして、火災出動が１１件、行方不明者の捜索が７件、水防活動が３件、その他５件という

状況で、延べ９２６人が出動をしております。その下の大会出場交付金１４１万円につきましては、松本消防協

会大会への出場交付金、ポンプ操法４チーム、ラッパ吹奏１チームの交付金でございます。 

 ２０３ページをお願いいたします。最初の白丸、自主防災組織育成推進事業１１６万５，０００円余のうち運

営交付金６６万円につきましては、自衛消防隊や自主防災組織に対しまして２万円を３３組織に交付したもので

ございます。その下の訓練交付金につきましては、各地区、あるいは各区において実施をされました防災訓練の

訓練経費の一部、上限２万円でございますが、１７団体に交付したものでございます。 

 次に３目の消防施設費をお願いいたします。一番上の白丸、消防施設整備費４，４２６万円余でございますが、
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上から５つ目の黒ポツ、詰所建設工事２，２９４万円余、これにつきましては、広丘分団第２部堅石と洗馬分団

第１部岩垂の詰所を新築整備をしたもので、一番上の黒ポツ、設計委託料１２８万１，０００円とその下の監理

委託料７９万８，０００円につきましては、詰所２棟の建築にかかわる委託料でございます。４つ目の黒ポツ、

消防施設等修繕工事４５９万円余でございますが、詰所修繕工事９カ所、防火貯水槽補修工事７カ所、火の見の

撤去１カ所などにつきまして支出をしたものでございます。黒ポツ１つ飛びまして、小型動力ポンプ購入費６８

０万４，０００円ですが、配備後１５年を経過した４台を更新配備したものでございまして、塩尻分団の第２部

下中西条、同第５部桟敷、洗馬分団第１部岩垂と同第６部の上組の小型動力ポンプを更新したものでございます。

その下の黒ポツ、消火栓新設改良負担金７７３万円余でございますが、消防整備の未整備地区を重点的に進めて

きておりまして、新規設置が１基、これ野村でございます、及び移設、修繕等８基分であります。 

 最後になりますが、４目の水防費をお願いいたします。１つ目の白丸、水防施設管理諸経費１９万３，０００

円余のうち水防用資材１７万８，０００円余は、土のう用の砂及び土のう袋を購入したものでございます。以上、

消防費について申し上げました。 

○委員長 ありがとうございました。 

 それでは、１０分間休憩をいたします。３５分からお願いします、２時３５分。 

午後２時２３分 休憩 

―――――――――― 

午後２時３４分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。今、説明を受けました２０３ページまでの質疑を行いま

す。委員の皆さん。 

○安全・施設整備担当部長 ちょっと質問に入る前に１点修正をさせていただきたいと思います。６７ページの

市民総合賠償保険の関係で、先ほど答弁させていただいた関係で１点修正がございますので、係長のほうから申

し上げますのでよろしくお願いします。 

○施設管理係長 済みません、説明の中で先ほど山口委員さんから質問がありました、ボランティア保険へ入っ

ている場合について、今回その補償保険の場合はどうなるかっていうことで、私のほうで勘違いをしておりまし

て、ボランティア保険と本保険、併用して支給できますんで、その点訂正させていただきたいと思います。おわ

びして訂正いたします。 

○委員長 併用してできると、もらえると。 

○施設管理係長 はい、そうです。 

○委員長 それでは、質疑を受けます。 

○山口恵子委員 １３５ページの天使のゆりかご事業で、先ほどたくさんのお子さんが生れたということで御報

告いただきましたが、今後国の制度のほうでは４２歳までということで、年齢制限をつけていくっていうような

ことも報道されていますが、現在または過去において、この年齢制限前後の方はいらっしゃるのかどうか、状況

はどうでしょうか。 

○健康づくり課長 その年齢の方は申請はございました、過去に。 

○山口恵子委員 申請があったということは、補助金を出しているという理解でよろしいですか。 
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○健康づくり課長 申請をされまして、実際に治療に入った治療費に対して補助なもんですから、補助をしてお

ります。 

○山口恵子委員 今後ですが、国で年齢制限をした場合、市として何らかの対応をしていくのか、国の基準にあ

わせてそこではっきり線を引いてしまうのか、その点はどのようにお考えでしょうか。 

○健康づくり課長 今後の国、県の動向を見ながら注視をして検討してまいりたいと思います。 

○委員長 ほかにございますか。 

○柴田博委員 １３７ページの下のほうで、ＡＥＤ使用料のところですが、５８万円余ということなんですけど、

これ聞き漏らしたんですけど、何基分のリース料ということでしたでしょうか。 

○健康づくり課長 担当の係長のほうから答弁させます。 

○委員長 後でやるか。いいかい。 

○健康づくり課長 済みません、ちょっと後ほど。申しわけございません。 

○委員長 それじゃ、後ほどで。 

○柴田博委員 同じＡＥＤの関係なんですけども、ＡＥＤの場合、設置しておいて使用していなくても、例えば

電池なんかは数年に１回は取りかえなくてはいけないというふうに聞いているんですけど、その辺の管理ってい

うのはそのリース料の中に入っているのか、それとも取りかえるときにまた別費用で払っているのか、その辺に

ついてはどのようになっているんでしょうか。 

○健康づくり課長 このＡＥＤにつきましては、平成１７年から設置を始めておりまして、当初は購入、あるい

はリース、また購入、補助金を使っての購入もございましたけれども、その年代によってもさまざまでございま

すけれども、今行っていますのはいわゆる電池パック、電池、それからパットですね、つける、のについては、

そこもメンテに含める中でのリース料としてお支払いしてございます。過去に購入、リースにしたものについて

は、随時そういうメンテを含むリースに変えておりますし、購入したものについては、日々その設置施設の管理

者である方が点検をして、通常電池であれば５年から７年、パットであれば１年８カ月ということで更新をして

おります。 

○柴田博委員 リースの場合にはリース料に入ってるということですけども、どのＡＥＤのどの電池が、どのパ

ットがっていうのは、そのリース会社のほうできちっと管理していて必要なときに取りかえに来るという、そう

いうことですか。それとも市のほうで管理してる人が、その都度連絡をとってやってもらうという、その辺はど

うでしょう。 

○健康づくり課長 原則業者がやっておりますけれども、１社ではなくて３社くらいのリース会社がおいでるも

んですから、私どものほうでも一括して管理をしてございます。 

○柴田博委員 そうすると、例えば使いたいと思って出してみたけど、例えば電池切れになってて使えなかった

なんてことは、絶対ないというふうに考えていいですか。 

○健康づくり課長 今のところあり得ないというふうに思ってます。 

○柴田博委員 あり得ないね。わかりました。 

 もう１点、１４１ページの真ん中あたりの菜の花エコネットワーク補助金２５万円ってことなんですけど、こ

れ、今年度については、どんな事業でどんな補助をしてるのか、もう一度説明をお願いします。 
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○生活環境課長 私どもは実績報告をいただいておりまして、その内容をちょっとお話をしたいと思います。

少々お待ちください。今回の内容につきましては、平成２４年度の事業につきましては、２３年度に９月から１

０月に菜種の種まきをいたします。それを翌年度に刈り取って、そこから菜種の種とそれから油を搾油するとい

う事業になっておりますが、具体的な内容につきましては、菜の花の刈り取りを塩尻市の農業公社に委託をして

ですね、刈り取ってもらったという事業と、それから菜種から油を加工して油をとったというような事業が主な

内容です。さらに種まきの市民を募って種まきをするという、啓発宣伝ということでチラシをつくったというよ

うなことが内容の主なものになっております。以上です。 

○柴田博委員 この補助金については、もう数年間というか、大分やってると思うんですが、当初はもっと広が

って大々的にやるのかなと思ったらそうでもないわけなんですが、今後のことも含めて今のままやられている方

が継続している間はずっとやっていく、補助金を出していくということなのか、その辺の考え方っていうのはど

うなんでしょうか。 

○生活環境課長 実は本年度につきましては、補助金を一旦打ち切っております。それにつきましては、３年間

補助をしてきまして、これまで事業の経過を見させていただきました。今後、その事業のやり方についてですね、

少しどういったやり方がいいのか、あるいはどこに主として支援したらいいか、というのは研究しながらですね、

ちょっとやっていきたいなというふうに思っておりまして、相手方のほうもですね、その点については了解を得

る中で進めております。 

○柴田博委員 はい、わかりました。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。 

○副委員長 １４３ページをお願いしたいと思います。不法投棄物処理委託料と不法投棄回収委託料の関係でご

ざいます。先ほどの説明ではですね、不法投棄が見つかれば１日も早くすぐ片づけるということで、非常にいい

ことだと思うんですが、やっぱり速やかに片づけることも大事だと思うんですが、言い方は悪いかもしれません

が犯人捜しですね、やっぱりそういうこともやってかないと、いつまでもイタチごっこになると思います。本市

にはポイ捨て条例や何かあるもんですからね、やっぱりそういう目線でやることも大事だと思いますが、犯人の

追及というか、あれは、どんな対応をしてるのか、ちょっとまずそこら辺をお聞かせください。 

○生活環境課長 委員のおっしゃるとおりでございます。片づけてるだけが私どもの仕事ではございません。現

実には塩尻警察署のですね、安全課と連携を組みまして、まず不法投棄されたごみの中からですね、いわゆる犯

人という言い方はないですね、不法投棄した者の特定できるものをまずきちんと調べます。この中からそれに特

定されるものがあれば、まず警察署にお話をいたしまして、調べていただいて、警察のほうから厳重な注意をし

ていただくということに今の段階ではやっております。今年度も私の知る限りでは２件ほど、そういう形でです

ね、常習不法投棄者というものを警察のお力をいただいてですね、片づけてるというような状況でございます。

だもんですから不法投棄、ポイ捨て禁止条例に基づいてですね、注意、勧告云々というとこまで行っておりませ

ん。罰金を取るというとこまで行っておりませんけれども、そういった形でですね、行為者に対して注意を促し

て、警察がきちっと注意していただければですね、二度とやらないという状況もありますので、そういった今、

警察とタッグを組んで進めているというのが現状でございます。 

○副委員長 ぜひですね、やっぱり捨てた人が片づけるという体制もしっかりあれしながらですね、そういう当
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事者に片づけさせるということも大事だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それとですね、最近、私どもの地域も朝ですね、どうも軽トラックの荷台からぽいぽいぽいぽい捨ててくと思

われるような節のごみの捨て方があります。県道楢川岡谷線の上田から勝弦のあいさで、朝、早朝行くと道路に

いっぱいごみが飛散しているというようなこともありますのでね、そういうようなこともあれしながら、あんま

りいい方法じゃないかもしれませんが、マークをしながらですね、ある、前市役所にいた人がですね、大体マー

クされてるというようなこともちらっと言ってましたけれどもですね。やっぱりそういうことも、それが的確か

どうかわかりませんが、やっぱりそういうことを徹底してやらないと、そういう人は平気でやる人もいるわけで

すから、そんなことも考えながらですね、ぜひこれも不公平のあれになってっちゃう可能性もありますので、ぜ

ひお願いを申し上げたいと思います。 

 それともう１点、よろしいですか。１５１ページをお願いしたいと思いますが、廃棄物等の収集云々かんぬん

の収集委託料の関係です。廃棄物収集委託料でございますが、やっぱり積算根拠とそれとどんなふうに検収され

ているのかをお聞きしたいと思います。と言いますのは、このお金がですね、やっぱり１億１，２００万円余と

いうことでございますので、相当高額なお金が使われてるわけでございまして、特にごみというのは毎日量が違

って出てくるわけですよね。そこら辺はどんなふうになってるのか、ちょっとお聞かせください。 

○生活環境課長 これの積算根拠でございますが、基本的に例えば可燃ごみにつきましては、市内の業者６台で

委託しております。常時６台ということで御理解いただきたいと思います。例えば、旧楢川村の地籍は、広い道

と狭隘の道がありますので、じゃでかい車がそこを通れるかっていうと通れませんので、小さい車も宛てがいな

がらやってるという状況もあります。こういったことを踏まえまして、基本的に１台につき２人の乗車、これは

原則です。この人件費と車の借上料、パッカー車ですね、大体パッカー車が１，５００万円くらいしますので、

新車価格で。これの車の減価償却を見てですね、あとは燃料費と諸経費という形で、ブロック別に１台幾らとい

うことで入札させていただいております。ですので、ごみが多くなっても、逆に少なくなってもですね、金額は

変わらないということでございます。ただ、例えば急遽ですね、私どもで入札する前に、いつ幾日の何曜日と何

曜日は収集ですよっていう収集日程表を全部明らかにした上で入札してもらいます。その中で例えば、ことしあ

ったんですが、年末、済みません、ことしじゃなくて昨年の年末ですね。年末の収集がですね、２週間あいてし

まったということがありまして、こういう場合は急遽、委託業業者にお願いをしまして１日ふやすとか、そうい

う場合は設計変更してですね、増額して委託するというような形をとっております。以上でございます。 

○副委員長 そうするとあれですね、大体入札して終われば、その額はほとんど変わらないということですね、

突発的なことがない限りは。 

○生活環境課長 そのとおりであります。 

○副委員長 ありがとうございました。 

○委員長 ほかにございますか。 

 ちょっと私のほうから、１４３ページのアレチウリの関係、田川沿いや何かやっているということですが、こ

の辺どんなような形で選定をして委託をしているのか。ほかの河川なんかもかなり今ふえてきて深刻になってる

と思うんですが、ちょっとこの辺について御説明願います。 

○生活環境課長 委員長おっしゃるようにですね、アレチウリの駆除につきましては、対処療法という形で今や
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っております。実は先ほど緊急雇用対策でやったというお話をさせていただきましたが、平成２２年、２３年、

２４年は、緊急雇用対策でやらさせていただきました。ことしは、この委託料を計上してございませんで、地域

の皆さんと一緒にですね、アレチウリ対策しましょうということで今進んでおります。具体的にどういうことを

やってるかと申しますと、基本的には田川のアレチウリ駆除というのを主体的に現在やっております。今のやり

方といたしましては、６月の下旬ころが一番アレチウリの芽が出てくる時期なもんですから、この芽を摘むとい

うことから始めております。今まではシルバーに委託をしておりましたけれども、刈り取るというやり方をして

おりましたが、非常に量が多くてですね、作業も大変なもんですから芽が出たところからやりましょうというこ

とで、アレチウリの場合は６月、８月、９月の３回駆除をしないといけないと言われておりますが、また種がで

すね、翌年度出るかというとそうではなくて、２年、３年後に出るというような種もあるようでございます。だ

もんですから、今はちょっと市民の皆さんとともにですね、私どもクリーンパートナー制度という企業も含めた

ですね、清掃活動をボランティアでやっていただける企業も出てまいりましたので、そういった方たちと今後は

一緒に進めて行きたいなと、こんなふうに思っております。全てがゼロになるということはなかなか難しいので

はないかなと思いますが、そういった取り組みをことしからちょっと始めてるということでございます。 

○委員長 そうすると基本的には、ボランティアという理解ですか。 

○生活環境課長 ことしですね、、そういったボランティアでどういった形ができるかということを、ちょっと

検証していきたいなと思っています。特に吉田地区はですね、年に１回、ことしもそうだったんですけど６月２

２日のエコ・ウォークの日にですね、１５０人くらい集まっていただいて、この芽の抜き取り作業をやったとい

うことと、それからたまたまことしはエコ・ウォークでアレチウリではございませんでしたけども、ヒメジオン

の駆除とか、いうようなこともやってまいっておりますので、少しそういったことを進めながらですね、具体的

にアレチウリの駆除をどのようにするかということを検討していきたいなというふうに思っております。 

○委員長 それからもう１つ、ごみの関係で１４９ページですけれども、松本広域一緒になったわけですけれど

も、当初予定とどの程度、なから当初予定したような金額だったのか。もし独立っていうか、そのまんま継続し

て塩尻・朝日だけでやっていたのと比べて結果的にはどんな状況か。１年間やってみて、ちょっとお願いしたい

と思います。 

○生活環境課長 実は１４９ページ、ちょっと見ていただきたいと思いますが、ここにごみ処理負担金というも

のがございます。３億６，７００万円余でございます。実は昨年までは塩尻・朝日のごみ処理負担金ということ

でやっておりまして、４億５，３００万円、同支出しておりました。しかしながら、ごみ処理、塩尻・朝日でや

ったところの４億５，０００万円云々はですね、先ほどこの後にありますごみの収集というのも一緒にやってお

りました。簡単に申しますと、今回支出するのは３億６，７００万円余でございますが、１５１ページのごみの

収集の分を足しますと５億５，０００万円ほどになります。ここからですね、塩尻・朝日のときには、一般の御

家庭から出て来たごみの手数料というものは、塩尻・朝日に入ってましたが、平成２４年からは塩尻に入るよう

になっております。これがおおむね大体８，５００万円くらいになっております。そういうものを差し引きます

と４億７，４００万円ほどになります。それを先ほど言った塩尻・朝日の４億５，３００万円ほどと比較します

とちょっと２，０００万円ほど多く見えますけれども、これは当初御説明をさせていただきましたように、今回

松本クリーンセンターでは基金を積んでですね、施設の整備をしていく予定になってます。私どもも９億円の整
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備をするということと、解体費の２億４，０００万円ほどはやらなくて済むようになりましたので、そういうこ

とを踏まえますと一概には多くなったということではなくて同額か、むしろ少なくなってるんではないかなと。

ちなみにですね、今回、松塩地区広域施設組合のほうで決算、今、やっておりまして、若干の金額の返還もある

ようでございますので、それと踏まえるとほぼ同等かなと、今の段階はですね。なぜかと申しますと、昨年とこ

としは松本クリーンセンターのかかわる起債償還、これが私どもも負担しております。しかし、平成２６年から

はこの起債償還はなくなりますので、金額も減るだろうというふうに思います。そこら辺も予測どおりにですね、

今、運んでおるところでございます。以上です。 

○委員長 ほかに。 

○柴田博委員 生ごみの資源化の関係で、小学校の給食残渣とか、保育園の残渣とかを集めて肥料等にしてるっ

てことをやってたと思うんですが、２４年度についてはどんなことをやってましたかね。 

○生活環境課長 同等にですね、塩尻市と朝日村の学校、保育園の生ごみの収集やっております。大体年間９０

トンから１００トンくらいの間、収集し、堆肥になっております。 

○柴田博委員 それについては、当分同じような形でやっていくということですか。それとも、もうちょっとそ

の先何か考えていらっしゃるわけですか。 

○生活環境課長 今現段階ではですね、実は私どもも一般家庭の生ごみの資源化ということも２年くらい前に検

討した経過がございます。隣の岡谷市も一部生ごみの収集をやってるとこもありますが、非常に分別がきちんと

してないとですね、逆に後始末が大変になるということもありまして、この点については少し躊躇しているとこ

ろでございます。一方、食品リサイクル法という、企業の生ごみの処理ということも今盛んに言われてきており

ますので、そういったところを少し私ども企業訪問する中でですね、できないかできるかというのをやっている

最中でございます。そういったところへの企業の生ごみを減らすちょっと運動と言うんですか、そういったのを

進めてます。その中の１つといたしまして、いわゆる事業所から出てくる３０１０運動も事業所から出てくる生

ごみを減らすという、１つの方策になってますので、そこら辺も御理解いただきたいと思います。 

○柴田博委員 初めに説明していただいた今年度のやってた分ですね、それはちなみに決算書で言うとどこの部

分になるわけですか。 

○生活環境課長 １５１ページのですね、下から２つ目の生ごみ等資源化運搬処理委託料です。 

○柴田博委員 この中ですか。はい、わかりました。 

○委員長 ほかにございますか。 

○山口恵子委員 保健対策事業についてお聞きします。説明資料を見ますと、課題ということで、成人または低

体重児の今後の取り組みが必要だということで書かれていまして、特に成人に関しては対策強化を図りつつある

なというようなことが感じられるわけですけれども、低体重児の現在、どんな傾向、どんな状況があるのか、現

状をお聞きしたいと思います。説明資料の５９ページに課題ということで書かれてある内容の件ですけれども。 

○健康づくり課長 低体重児についての対策でございますけれども、今、策定中でございますけれども健康づく

り計画というのを策定しております。その中では、いわゆる低体重児になると、その末、生活習慣病に移行する

という可能性が多いと、それを占めてるということになりまして。低体重児である、低体重児で生れるっていう

ことは、その前の妊婦さん、妊婦さんのやせ等の問題が今ありますけれども、そこからの食、栄養指導が必要で
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あるということの取り組みを実はやらなければいけないのではないかという分析をして、健康づくり計画を策定

中っていうことで、今取り組んでいるところでございますけれども、お願いします。 

○山口恵子委員 やはり産婦人科、小児科専門の先生方の声をお聞きしますと、やっぱり低体重児が生れる原因

として母胎となる母親の健康状態が一番大事だということが言われておりますので、そういったことがしっかり

と対策が図られるような今後の計画しっかりしていっていただきたいと思います。ただ計画をつくるだけではな

く、現在の妊婦さん、または母親になろうとしている方への健康指導とか、そういったことも重要ではないかと

思いますが、その点はどうでしょうか。 

○健康づくり課長 妊婦さんにつきましては各教室、母子健康手帳を発行の際にですね、そういったパンフレッ

ト、リーフレット等をお出ししながら、指導をしながら出産までいくというような方法でやっていきたいと思い

ます。 

○山口恵子委員 引き続きいいですか。それでは、１３９ページの母子保健事業で、先ほど３カ月健診の話です

とか、あと３歳児健診まで市では行っていまして、その受診率がどんな状況か、お聞きしたいと思います。 

○健康づくり課長 担当の係長のほうから答弁させます。 

○保健予防係長 各健診の受診率を申し上げます。塩尻市のほうでは、４カ月健診と１歳６カ月健診、あと３歳

児健診を健康診査として行っておりますが、平成２４年度の受診率ですが、４カ月健康診査につきましては９４．

１％、１歳半健診につきましては９７．９％、３歳児健診につきましては９５．８％となっております。 

○山口恵子委員 なかなかそれぞれの子供さんの状況ですとかで、受診に来れない方もいると思いますけれども、

今問題になっているのは早い時期、乳幼児期の虐待をどう発見するかということで、健診に来て直接お子さんな

り、親御さんに面会をして状況が把握できればいいんですけれど、受診に来れない方のフォローとか、対策はど

のように追跡調査をしているのか、どんなような対策をとっているのか、その点お聞きします。 

○保健予防係長 塩尻市、私たちのほうでは、まず最初に新生児訪問を行いまして、新生児訪問で大体お会いで

きる方もいらっしゃれば、里帰り出産されている方はそこでお会いできませんので、２カ月児相談というのに皆

さんお呼びするようにしています。そこで会えないお母さんにつきましては、今度４カ月健診になるんですけれ

ども、ここで最終、虐待の一番のリスクの高いお子さんというのは乳児になりますので、４カ月健康診査でも来

れないお母さんに関しましては、お電話ですとか、いろいろお誘いをするんですけれども、どうしてももうお会

いできないという方につきましては、家庭支援室と連携しまして同行訪問をさせていただいて状況を把握するよ

うにしております。 

○山口恵子委員 担当課を超えて連携を図ってしっかり対策を図っていただくことが大事だと思いますので、ぜ

ひ、さらに強化、対策をお願いしたいと思います。要望です。 

○委員長 ほかにございますか。 

○中原輝明委員 １４３ページの上段、環境と食と生活のフェア負担金ってあるじゃん。この三百余万円の負担

金を出して、その効果と課題と、それで今後はどうすりゃいいか。これは毎年似たようなことをやって何か効果

はあるの、どう。位置の問題もあると思うだ、場所。その辺を検証したことあるの。ただこれね、出して、あっ

こへ来るのは一部の、毎年は来るわ、あそこへみんな行って安いで買って来いやって、その一部の皆さんが集ま

るだけのように固定しちまうといけないが、ほとんどがそうだと思う。それで、ほかの方法を考える必要がある
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と、私は思うが、いかがかな。 

○生活環境課長 委員さんの評価ということで真摯に受けとめたいと思いますけれども、まず実質上は３，００

０人くらいのですね、方たちが来ているのかなというふうには感じております。ただ、今年度は、環境と食と生

活のフェアにつきましては、実行委員会が結成されておりまして、市民の皆さんが集まって約２０人くらいの方

たちがですね、企画しやっております。今年度は少し形を変えてですね、環境と食にもう少し特化したやり方を

しましょうということで、今、計画をし、１０月６日にやる予定でございます。今回は、海産物の販売というも

のはですね、糸魚川あるいは南伊豆からは今回は来れないということもありまして、もうちょっと違った形でや

りたいということで、ことしは学校給食レストランとかですね、そういった食に対する考え方とか、そういうも

のを考えてもらうための新たな取り組みをしてですね、やっているところでございます。ただ場所についてはで

すね、あそこがいいかどうかっていう、やっぱりいろんな評価がございます。体育館でやったほうがいいのか、

あそこもやったほうがいいのかというのがありますので、私どもとしましては市民交流センターもありますので、

そこら辺の周辺でにぎわいの創出をしていきたいというのが、最大の目的でございます。今、委員さんの評価も

含めてですね、今後もう少し考えていきたいというふうに思います。 

○中原輝明委員 それで、これわかっていると思う。総事業費っていうのどのくらいあるの、これ。わかってて

負担金出しているでしょう。 

○生活環境課長 この総事業費はですね、実行委員会自体は市民の公募等で集まって来た有志の方たちでござい

ます。原資は一つもありません。ですので、この負担金イコール事業費というようになっております。 

○中原輝明委員 それだで、何もないって負担金なんて、もとがあるで負担金を出せっていうのと違うのかや。

だって予算を組むにしても何にしてもそうじゃないの。何か事業するにしても負担金を出すって、原資が、負担

金がないって、ゼロから始まりになるだ。そういう言葉じゃないぞ。負担金じゃないずら。負担金ってのは、１

つの事業に対してどのくらいかかるから、あなたのところはこれだけ負担してくれるっていうのが、今のそのフ

ェアの原点じゃないの。どっかから拠出してるじゃないの、違うの。 

○生活環境課長 別のところから拠出金をいただいてやってるっていうことにはなっておりません。全てがこの

負担金で、全ての事業を行っているというものでございます。 

○中原輝明委員 まあ、いいわ。よくわかりました。 

○委員長 ほかに。 

○森川雄三委員 消防のほうの関係ね、１９９ページの県警の消防防災ヘリコプターの関係なんですが、協議会

負担が百二、三十万円。これはあれかね、市町村それぞれ、例えば人口割とか、そんなような形の中での負担を

していると、毎年。大体同じくらいの金額を負担していると、こういうことで捉えていいわけ。 

○消防防災課長 おっしゃるとおりです。均等割と人口割、あと基準財政需要額割等で負担。 

○森川雄三委員 それと、例えばことしも人捜しっていうような場面でね、県警ヘリが出動してもらったことが

あったんだが、そういった出動に応じて負担金ってものはないわけですか。 

○消防防災課長 あくまでも県警航空隊を維持していくための人件費の負担金ですので、出動が何回あったから、

その出動に対して市から幾らをということは一切ありません。 

○森川雄三委員 ない。それとですね、以前、一般質問でもあったと思うんだが、このヘリポート、市内に何カ
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所かヘリポートを設置をしていきたいというようなお話があったと思うんですが、その後何となく現場って言い

ますかね、事故があったその現場の近くに広場があればヘリコプターですんで、ある程度応用はきくとは思うん

ですけれども、そこら辺の設置に関しては、どのように今進められているか、計画としてあるのか。 

○消防防災課長 それはドクターヘリとはまた違いますよね。 

○森川雄三委員 あれは、ドクターヘリかい。そうか、そうか、ちょっと勘違いした。 

○消防防災課長 ドクヘリの関係は直接私どもじゃないもんですから、ただ各地区ごとにヘリコプターがおりら

れなきゃいけないっていうところで、こことここはおりられるんじゃないかという情報は提供しましたけれども。 

○森川雄三委員 言われてみりゃそうですね。考え方とすりゃあね、同じヘリコプター、いわゆる消防防災もも

しそういう、何て言うの、遭難者というか、そういう事故でもあった場合には、連れて帰る場面もあると思うん

でね。やっぱりヘリポートっていうものは、各地区に少なからずある程度定めるべきじゃないかと思うんですよ

ね。その点のお考えはどうですか。消防の。 

○消防防災課長 広域消防ですね。 

○森川雄三委員 ええ、言われてもいけんが。 

○企画課長 消防防災ヘリの関係は、県の協議会で運行しております。広域消防局も管内のヘリポートに関して

は掌握をして、ドクターヘリのランディング・ポイントとして把握をしておりますんで。広域消防局管内で言い

ますと、ちょっと済みません、件数的なものは今手元にありませんけれども、塩尻市域で言えば各地区には最低

１つはヘリポートとして登録がされております。ドクターヘリに関しましては、ランディング・ポイントでヘリ

ポートがなくてもですね、農道でも進入角度が確保できればおりる。それはパイロットの判断でやるということ

でございます。ただ常時登録してあるヘリポートについては、広域消防局で確認をしているという状況でござい

ます。 

○森川雄三委員 了解。 

○委員長 ほかにございますか。 

○山口恵子委員 環境保全費についてお聞きします。環境保全に関しまして、２４年度取り組んできた、あと今

後の方針ということで決算説明資料の６２ページを見ますと、今後の方針がＣ、事業の規模・内容、または見直

しの検討ということでＣがついているわけですけれども、これについて説明をお願いします。 

○生活環境課長 まず１点、課題として挙げさせていただいておりますエコふぁみりーの関係のですね、もう少

し積極的に取り組める方法はないかということを探りたいということで書いてございますが、実はエコふぁみり

ーというのは、こういったチェックシートをですね、各学校の子供さんたちにお配りをいたしまして、お母さん、

お父さんたちと一緒になって、自分のところの電気を消すとか、テレビを消すとかということを点数をつけてで

すね、チェックするということを今やっております。それは、まず自分が家族の中で私は何をやるっていうのを

宣言をしてもらいまして、その宣言がきちんとできたかどうかっていうことをやってもらって、誰々ちゃんは何

ができた、誰々ちゃんは何ができたっていうことをお母さんやお父さんが見守りながら、その省エネ活動を進め

るということになっております。そういった活動をですね、実はこの今のチェックシートは３カ月分になってお

りまして、夏休みを中心に今これをお配りしてやっているところでございますが、この３カ月持続なかなかでき

ないっていう課題もちょっと見えてまいりまして、そういった子供たちが取り組みやすい方法をもう少し考えて
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いきたいなと。この意味というのはですね、いわゆる省エネ活動の見える化なんですね、自分は何をやったかと

いう見える化をやるもんですから。そういったことの意識をもっともっと深め、あるいは興味を持ってできるよ

うなシートのつくり方とか、そういうことを研究していきたいということで１点でございます。 

 それから、省エネ、これまで太陽光発電の補助金ということで進めてまいりました。私ども塩尻市は日照時間

が長いということで、新エネルギービジョンの中でも太陽光発電のことを中心に平成１２年からだったでしょう

か、進めてきておりますけども、これも固定価格買い取り制度ができてですね、ここで一気に普及ができました

が、こういった特性を生かしながら省エネ活動にですね、もう少し特化した、シフトしたですね、やり方という

ものも研究していかなきゃいけないんじゃないかということで、６月のたしか議会の中でもですね、省エネ活動

の見える化ということをもう少し研究していく必要がありゃしないかということで、Ｃという内部評価でござい

ますがつけて、頑張っていきましょうということで考えておるとこでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○山口恵子委員 太陽光システムの補助金に関して見直しっていうようなことですが、これはすごい人気があり

まして、結構皆さん、たくさん利用していただいていると思うんですけれど、これもどういった形で見直しをし

て、予算を削るのか、内容をもうちょっと変えるのか、その辺、お考えになってることはありますか。 

○生活環境課長 今回補助金につきましては、それまでの１５万円限度額っていうのを８万円にさせていただき

ました。現在１９８の申請がございまして、今、補助金はなくなっている状況でございます。昨年の買い取り制

度ができたばっかりのときにはですね、６月でかなりの要望があって補正したっていう経過がありますけども、

少しもう落ちついてきたかなっていう状況が見えます。消費税の値上がりの部分もあったり、いろいろなことを

検討する中では、落ちついてきたかなという感じを受けております。そういった中で、そういったものを生かし

ながらプラスアルファの何かをやってったらどうかなってことをちょっと少し研究する必要があるかなと思って

います。例えばですね、できるかどうかちょっとわかりませんが、家庭内のＨＥＭＳと申しますか、ホームエレ

クトロマネジメントシステムっていうものも、今、出ているようでございますが、またそういうものとか、コン

セントに入れて今どのくらい電気を使っているかとか、そういう見えるものとか、そういったものをちょっと工

夫しながらですね、いきたいなというふうに考えております。それは、実は太陽光を入れた方もですね、省エネ

活動に非常に関心を高められたということもありますので、少しそういったところも注目していきたいなと、こ

んなふうに考えております。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。 

○中原輝明委員 火葬場の問題なんだが、先ほどの話の中では４つあって、これは想像だけども４つをフルに使

わなんで、いつでも４つを使えるように、稼働できるようにしておいて、休ませているという考え方でいいの。 

○生活環境課長 私の説明がちょっと不足だったかもしれません。火葬場は４つの火葬炉というものがございま

すが、３つは人のために、人を火葬するものでございます。もう１つは汚物炉と申しまして、今は少なくなりま

したが、子供を生んだ後のえなですね、こういったものを火葬する場所になっております。ですから人体を火葬

するのは３つでございます。これを大体１日２体から３体、多いときは４体やっておりますけども、これは１炉、

２炉、３炉、入れかわり、順繰りにやっておりますので、満遍なくですね、炉を使っているという、今の現状で

ございます。 
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○中原輝明委員 その汚物って、今の使用するのは汚物以外には、人体は焼ける炉ではないと、こういうこと。 

○生活環境課長 斎場のホールに行っていただきますと、棺桶を入れるところは３つしか口がございませんので、

それはないのと、人体を焼くような形に炉はなってないもんですから、あくまでも３つの中でもってローテーシ

ョンで火葬していくというものでございます。 

○中原輝明委員 まあ、いいや。ありがとう。 

○委員長 ほかにございますか。それでは、先ほどの説明。 

○健康づくり課長 先ほどの柴田委員さんのＡＥＤの関係、係長のほうから説明させます。 

○健康支援係長 健康増進事業費の１３７ページのＡＥＤ使用料の関係ですが、ＡＥＤ１０基分のリース料であ

ります。このうち５基につきましては、２４年度７月新規に設置したものでございます。よろしくお願いします。 

○柴田博委員 はい、いいです。 

○委員長 それでは、ここまで２０３ページまでは、以上にしたいがよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長 それじゃ、終了いたします。 

 それでは、次に移ります。歳出１２款公債費、１３款諸支出金、１４款予備費、それから財産に関する調書ま

での説明を求めます。ちょっと入れかえの関係でかわってください。 

○財政課長 それでは決算書の２５２、２５３ページをお願いをいたします。１２款公債費から説明をさせてい

ただきます。２５３ページの備考欄にございます元金でございます。３０億７，１００万円余でございます。前

年度の決算額より１億７，０００万円余増額になっております。ただこのうち繰上償還分元金償還金２億２００

万円余でございますが、これが前年度の繰上償還分より１億４，０００万円余増額になっておりますので、通常

分の起債の償還額につきましては、前年度より３，３９０万円余の増というものでございます。この増につきま

しては、例えば塩尻駅周辺整備事業の起債の償還が始まったことによる影響によるものでございます。なお、繰

上償還につきましては、２４年度は５％以上の金利の財政融資資金を民間資金に借りかえを行いまして、このこ

とによりまして、今後発生する利子を約２，５００万円余軽減することができたものでございます。 

 次の利子につきましては、３億９，０００万円余でございます。前年に比べますと、こちらのほうは、３，７

００万円余減額になっております。 

 次の公債諸費につきましては、市場公募債の利息の金利の支払手数料、銀行に支払ったものでございます。 

○企画課長 次の１３款１項１目土地開発公社費２億１，７００万円でございます。これにつきましては、公共

用地取得等に関しまして、事業の円滑な推進を図るために土地開発公社に無利子で単年度の貸し付けをしまして、

事業支援を行ったものでございます。以上でございます。 

○財政課長 最後に予備費でございますけれども、予備費につきましては、支出をしますときは実際に支出をす

る科目へ流用いたしますので、予備費自体の支出額というものはゼロになっております。２５２ページ、流用額

のところ５１３万５，０００円ございますけれども、この内訳につきましては、先ほど来から説明がございまし

たように９月に斎場のバグフィルターの交換のために３８８万５，０００円、それからまた３月に地下スロープ

の修繕費のために１２５万円余を流用させていただいたものでございます。 

 続きまして、財産に関する調書についてお願いいたします。決算書の３７７、３７８ページをお願いいたしま
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す。３７７、３７８ページは総括表でございます。まず土地につきましては、ごらんいただきますように決算年

度中の増減を見ますと増が２６万４，５１９平米余、それから減が１８万８，５４３平米余ということでござい

まして、２４年度末の現在高は２，０７０万４，２９２平米余という状況でございます。その右側の欄にまいり

まして、建物につきましては木造、非木造、それぞれ増減がございますけれども、一番右側の現在高につきまし

ては、前年度より２，０２３平米ふえまして、２９万４２８平米余という内容でございます。 

 次のページをお願いいたします。ここからにつきましては、財産別の調書になります。これ以降、増減のあり

ました主なものついて説明をさせていただきますので、まず行政財産の移動から申し上げます。ページにつきま

しては、３８１ページと３８２ページをお願いいたします。まず行政財産のうち上から６番目にございます片丘

小学校の欄、見ていただきます。減が２１９平米というものでございます。これは空き教室を活用いたしまして

片丘児童館の整備のためにここで２１９平米を減額をいたしまして、後に出てまいりますが同面積を児童館とし

て増額をしているという内容でございます。その下にやはり増のところに２１７．０９平米がございますが、広

陵中学校でございます。普通教室等２教室の増によるものでございます。その下ずっと行っていただきまして、

下から７番目の欄になりますが、公営住宅の君石につきましては、２，９２２平米余の増でございますが、これ

は新築による増でございます。 

次のページをお願いいたします。３８３ページの上のところ、一番上でございますが、贄川団地Ｂというもの

がございます。場所につきましては、楢川の総合運動場の上に特定公共賃貸住宅がございますが、その裏の隣接

するのり面の部分でございまして、既に住宅用地として使用していたものでございますけれども、旧楢川村から

の引き継ぎを受けましたけれども、相続等の関係もございまして所有権移転が完了できませんでした。このたび、

それが完了したということで、６１９平米の増になったものでございます。２つ飛んで緑地・公園がございます。

この箇所につきましては、角前工業団地の緑地でございます。テニスコートが角前工業団地の巾にありますけれ

ども、あそこに近い緑地でございまして、決算年度中の増を見てみますと１．２７平米増になっておりますが、

これは地籍構成のための増でございます。また減につきましては、３０５．２７平米になっております。これに

つきましては、この緑地に隣接する事業所に用地の一部を売却したことによるため、行政財産から普通財産へ移

動をしたものでございますし、そのまた一部を防災行政無線の鉄塔用地として用途を変更したために、ここの部

分は減になったものでございます。 

それからずっと飛びまして３９５、３９６ページをお願いします。３９６ページの下から８番目のところに片

丘児童館の増額がございます。先ほど片丘小学校で説明申し上げたとおりでございます。 

次のページをお願いいたします。３９７ページの中段より少し上、塩尻クリーンセンター、新最終処分場、最

終処分場、いずれも土地につきましてそれぞれの増額でございます。塩尻・朝日衛生施設組合の解散に伴いまし

て、土地は市に帰属するということになった結果のための行政財産の増という内容でございます。その下、少し

飛んでいただきまして、消火栓用地２．９７平米の増がございますが、箇所的には大門桔梗ヶ原１カ所分の増で

ございます。それから、その下２つ飛びまして防災無線用地がございます。先ほど角前工業団地のところで説明

をさせていただきましたが、先ほどの行政財産から用途を変更いたしまして、防災無線用地として位置づけたと

いうものでございます。 

次のページをお願いいたします。３９９ページのちょうど中段くらいになりますけれども、奈良井下町駐車場
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でございます。先ほど決算の中でも説明ございましたが、道の駅木曽の大橋の駐車場でございまして、旧奈良井・

贄川森林事務所のあったところでございます。奈良井区からの寄附を受けまして、中信森林管理局から購入をい

たしまして、駐車場として整備をいたしました。建物と一緒に土地も購入したということでございますので、建

物につきましては、その後解体したということで、建物の増減につきましては同面積で表示をされております。

その下、人材育成エリア整備事業用地の減、地籍１８万３，０００平米余の減額につきましては、普通財産のほ

うにも計上ございますが、信州Ｆ・ＰＯＷＥＲプロジェクト事業用地として、行政財産から普通財産に移動した

ものでございます。その下の旧桔梗荘用地でございますが、決算年度中の増につきましては、１，１５８平米余

ございますが、これは地籍構成の結果のための増でございます。また減につきましては、１，９５７平米余ござ

いますけれども、社会福祉協議会へ売却をした分、これが１，８８９平米余ございますし、これは普通財産へ移

動させていただきました。また、現地籍構成の減額分としてマイナス６８平米余がございますので、１，９５７

平米余という内訳になっております。 

次のページをお願いいたします。４０１ページの下から２つ目、塩尻駅前交番用地でございます。警察用地と

して貸し付けるために行政財産から普通財産に移動をしたものでございます。７２平米余でございます。 

次のページをお願いたします。ここからは普通財産の明細になります。先ほど行政財産からこちらの普通財産

に移動したとして説明をさせていただいたもの、これは増減の欄に同面積が表示されておりますので、ごらんを

いただきたいというふうに思います。 

４０７ページをお願いいたします。ちょうど中段に建物のところに増がございます。広丘分団第２部詰所、洗

馬分団第１部消防詰所につきましては、先ほど説明申し上げましたとおり新築のための増でございます。 

次のページをお願いいたします。４０９ページでありますが、上から８番目ですか、旧桔梗荘跡地、それぞれ

決算年度中の増減がございます。一旦普通財産にして売却したということで、こういう表示になっております。

それから４０９ページの下から５つ目に角前緑地がございます。増の部分につきましては、売却のため行政財産

から普通財産に移動した面積、同面積を隣接する事業所へ売却したため、同面積が減になっているものでござい

ます。 

次のページをお願いいたします。ちょうど真ん中のあたりにございます、塩尻駅前交番用地、それから信州Ｆ・

ＰＯＷＥＲプロジェクト事業用地につきましては、先ほど申し上げました。その下に２つ飛んで、ならい荘がご

ざいます。減で２８８平米余でございますけれども、ならい荘の上にございますけれども給水のためのポンプ施

設用地がございまして分筆してございますが、これを水道事業会計へ移管したために減となったものでございま

す。行政財産、普通財産の移動状況につきましては、以上でございます。 

 次、４１７ページをお願いいたします。４１７ページは山林でございますけれども、所有林、分収林とも２４

年度中の面積の変更はございません。右側の欄の立木の推定蓄積量でございますが、これは成長率を３．１％で

推計をいたしまして、そこから所有林につきましては間伐分を除き、その結果合計の増減高は、分収林も合わせ

まして７，８９８立米となったものでございます。 

 続いて４１８ページをお願いいたします。出資による権利でございます。決算年度中に増減のあったものにつ

きましては、ごらんいただくように株式会社ならい荘出資金が２，０１０万円の減、株式会社松本山雅出資金が

５００万円の増でございます。私からは、以上でございます。 
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○会計担当課長 それでは、決算書４１９ページをお願いいたします。まず重要物品の基準につきまして、財務

規則によりまして、自動車、それから取得価格または見積価格が１００万円以上の物品となっております。その

基準価格につきましては、昨年度からこれまでの５０万円から１００万円に改正になっております。重要物品の

決算への記載につきましては、昨年度まで課別、品目別の掲載をしてきておりましたが、ごらんのとおり本年度

から財務システムにより作成される財産調書に関する重要物品の帳票に変えさせていただきましたので、よろし

くお願いいたします。重要物品の表につきましては、品目区分別に平成２４年度中の取得、または処分などのあ

った物品を差引増減し、年度末現在高数を記載しております。本年度は中学校のスチームコンベクションオーブ

ンの老朽化による買いかえ、それから放射線測定器の購入、または自動車のリース満了による市の無償譲与され

たものなどが主なものでございます。その合計につきましては、４２３ページをごらんください。決算年度中の

取得等で増になった２４点、それから処分等で減となったものが１３点、差引決算年度末現在高は４９９点とな

っております。私のほうからは以上です。 

○財政課長 それでは、４２４ページをお願いをいたします。債権でございます。決算年度中の増減につきまし

て、返済金を差っ引き、それから貸付金をプラスしたものにつきまして、決算年度末の現在高につきましては、

そこにあるとおりでありますので、これも御確認をお願いをいたしたいというふうに思います。 

 次のページをお願いいたします。４２５ページは、基金の年度末の現在高の一覧表でございます。内容につき

ましては、歳出で先ほど説明させていただいたとおりでございます。また４２６ページから以降につきましては、

各基金の運用状況でございますので、またごらんをいただきたいというふうに思います。説明は以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、１０分間休憩をいたします。３時５０分まで休憩とします。 

午後３時４０分 休憩 

―――――――――― 

午後３時５０分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。それでは、今説明を受けました２５２、２５３ページ、そ

れから財産に関する調書も説明を受けておりますので、質問等ありましたらあわせてお願いしたいと思います。 

○中原輝明委員 １００万円以上の絵画だが、そのものは何点ばかりあるの、ここに。 

○会計管理者 絵画は４１９ページのところにありまして、下から１１くらいのところに絵画がありますが、２

５点あります。この２５点につきましては、写真つきでうちのほうで管理をしてございまして、どこにあるかわ

かるようにはなっております。 

○中原輝明委員 それで、資産とすりゃ、おおよそどのくらいに見積もれるだ。だって見当はつくわ、大体。 

○会計管理者 ここにあります２５点、当時購入してあって１００万円以上っていうものが登録されております。

監査のときにもちょっと言われたんですけども、今、その人が亡くなってもっと金額が上がったじゃないかとか

っていう話はございまして、再鑑定をすればと思うんですけれども、その費用が高くてですね、そこまでまだで

きないような状況です。ですので、実際に幾らかと言われると、その当時買った金額のことしかわからないって

いうのが現状であります。 

○中原輝明委員 それは、わかった。 
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○委員長 よろしいですか。 

○中原輝明委員 いいです。 

○委員長 ほかに。 

○柴田博委員 同じ重要物品の関係なんですけれども、昨年までのような形の台帳ですと、よく自動車なんかで

使う部署が変わったりして変更になってるんだけども、そうすると今使っているとこと前の使ってたところが両

方書いてあったりとかいうような、そういう間違いが幾つもあったように記憶してるんですが、そういうような

管理というのは今回こういう台帳になって、別にそういう細かい個々のやつについては台帳があって誰かが管理

してるということなんでしょうか。 

○会計担当課長 今回の財務システムの構築に伴いまして、物品につきましてはそれぞれシステムの中で管理を

しておりまして、現在使用しているものについては、財産管理者である現在の課長等がそれぞれ管理をしており

まして、課長のほうでその台帳を検索しますと、自分の担当している物品が全て出てくるということでございま

す。 

○柴田博委員 そうすると個々の担当の課長なりが自分の担当する部分については管理してる、それぞれがとい

うことですけど、全体的に管理してる人っていうのはいないわけですか。全部まとめて実際にうまく管理されて

るかどうかということを見てる人っていうのはいないんでしょうか。 

○会計担当課長 重要物品１００万円以上につきましては、最終的には３月末にそれぞれの課から重要物品の確

認をしていただいて、増減の確認も含めて４月に会計管理者のほうへ提出するようにということでなっておりま

す。それで、年１回だけでなく、それぞれ９月とか年に何回かは、移動があった場合には届出をするようにとい

うことで、回覧等でお流しをしまして管理をしております。 

○柴田博委員 そうすると、そういう個々の管理している台帳を変えた場合には自動的に、この今出されている

台帳も数量が変わってくるということ。これまた新たに手入力で入れるということですか。 

○会計担当課長 物品の移動につきましては、備品購入費で購入しますと財務システムのほうから購入という手

続きをするわけですけれども、そのデータが残りますので、備品のデータが届出をしてないよっていう、そうい

うリストもうちのほうで管理ができまして、先月購入した備品がまだ登録してないよということで、そういう管

理は会計課のほうでさせていただいておりますし、それから、買いかえ等によって処分等した場合については、

これについても買いかえということで事前にわかりますので、これも担当課のほうに話をしまして、届出をする

ようにしております。それから人事異動等あったりして物品が課等で変更になった場合、所管がえと言いますけ

れども、それについてはうちのほうちょっと把握はできませんけれども、３月の大きい異動のときには、机等、

それからキャビが移動しますので、そのときは担当の会計課のほうで、直接課のほうへ出向きまして、確認をさ

せていただいております。 

○柴田博委員 今出されている重要物品のこの一覧表っていうのは、自動的に出されてくるものなの。それとも

改めてこの表をつくっているんですか。 

○会計担当課長 現在決算書のほうに出されております重要物品については、システムのほうで打ち出される帳

票ということで、移動があれば自動的にこの数字も変わるということになります。 

○柴田博委員 わかりました。 
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○委員長 それじゃ、去年までのようないろんな不備というか、そういうことはなくなるっていう理解でいいわ

けですか。 

○会計担当課長 適正に管理できるように、システムの構築によって変わっております。 

○委員長 ほかにございますか。ないですか。 

 それでは、歳出については以上で終了したいと思います。それでは今度、歳入全般についての説明を求めます。 

○会計担当課長 それでは、一般会計の歳入につきまして簡単に御説明をいたします。決算書の１４、１５ペー

ジをごらんください。それからあわせまして決算説明資料の８ページ、一般会計歳入決算額比較表、それから９

ページの市税徴収実績対比表をごらんいただきたいと思います。 

 初めに１款市税の収入済額は、前年度と比較して３億３，３５１万円余、３．５％の減少となりました。また、

収納率につきましては、決算説明資料９ページの下から５行目にありますように、現年度課税分で９８．８３％、

前年度より０．１７％の増加、滞納繰越分で２３．２３％、前年度より０．４１％の増加で、全体で９４．９８％、

前年度より０．３９％の増加となっております。 

決算説明資料１０ページをごらんください。市税の不納欠損額につきましては、市税不納欠損総括表の合計に

ありますように２，９９９件、３，９６６万円余を法的に基づき処理をしております。これは前年度より１２８

件減の６０３万円余、１３．２％の減少となりました。それから税目別の決算状況ですが、主な税目につきまし

ては、先ほど財政課長から説明がありましたので省かせていただきたいと思います。 

それでは、決算書の１６、１７ページをごらんいただきたいと思います。下段のほうになりますが、２款地方

譲与税は、地方揮発油譲与税など３つの譲与税で、収入済額は前年度より１，９０９万円余、６．４％の減少と

なりました。それぞれ譲与税の交付等の内容は備考欄の説明のとおりでございます。 

次に決算書１８、１９ページをごらんください。中ほどの３款利子割交付金から下の５款株式等譲渡所得割交

付金の収入済額は、いずれも前年度より減額となりました。交付等の内容は備考欄の説明のとおりでございます。 

一番下になりますが、６款地方消費税交付金から次のページ中ほど８款自動車取得税交付金までのそれぞれの

収入済額は、いずれも前年度より増額となりました。交付等の内容は備考欄の説明のとおりでございます。 

それから、９款の地方特例交付金、それから１０款の地方交付税につきましては、先ほど財政課長から説明が

ありましたので省かせていただきます。 

続きまして、決算書２２、２３ページをごらんいただきたいと思います。１２款分担金及び負担金は、特定の

事業に要する経費に充てるもので、収入済額は前年度より５１８万円余、１．２％の増加となりました。この主

なものは２３ページ、備考欄の中ほどにあります２節児童福祉費負担金のうち黒ポツ、保育料、その下の長時間

保育等負担金、それから滞納保育料となります。その収納率は保育料で９９．５３％、滞納保育料で２０．４２％

と、前年度よりそれぞれ増加となりました。なお、詳細につきましては、決算説明資料１５ページを見ていただ

きまして、保育料収納実績表で御確認をいただきたいと思います。 

次に１３款使用料及び手数料は、各課等で管理している公共施設等の使用料などです。収入済額は前年度より

１億１，２２１万円余、４１．２％の増加となりました。この増加の要因の主なものは、決算書３１ページ開い

ていただきまして、２節清掃手数料の備考欄の中ほどにあります丸ポツ、廃棄物処理手数料、その下の埋立ごみ

等処理手数料等で、合わせて９，３００万円余の増額分でございます。 
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次に同じページの下のほうになりますが、１４款国庫支出金ですが、収入済額は前年度より４億７，３５１万

円余、１５．４％の減少となりました。その収入済額の２億３，６７８万円余の内訳は、決算説明資料の６ペー

ジをごらんいただきまして、繰越明許の平成２４年度から平成２５年度への財源内訳がありますけれども、その

下の国庫支出金になりますので、御確認をお願いしたいと思います。それでは、国庫支出金の減額の要因として、

前年度と比較し増減のあった主なものですけれども、決算書３３ページ、ごらんいただきたいと思いますが、備

考欄の上から５つ目の丸ポツ、子どものための手当負担金の減額、それから次に３５ページ、中程になりますが、

５目商工費国庫補助金、それから、６目土木費国庫補助金の道路橋梁費、それから街路事業費にかかわる社会資

本整備総合交付金のなどの減額、また市営住宅渋沢団地の建設にかかわる社会資本整備総合交付金などの増額で

ございます。次に一番下の小学校費補助金になりますが、２３年度に実施しました宗賀小学校大規模改修などに

よる安全で安心な学校づくり交付金の減額。次に３７ページ、上になりますけれども中学校費補助金の広陵中学

校大規模改修による学校施設環境改善交付金の増額、それから中ほどの社会教育費補助金になりますが、２３年

度に実施した平出遺跡公園整備事業による文化遺産を生かした観光振興・地域活性化事業補助金の減額などによ

るものです。 

次に決算書３６ページ、お願いをしたいと思います。下のほうになりますが、１５款県支出金ですが、収入済

額は、前年度より５億２，８７７万円余、３５．７％の減少となりました。この減少の要因としては前年度と比

較し増減のあった主なものですけれども、決算書の３８、３９ページのほうをごらんいただきたいと思いますが、

２節児童福祉費補助金では、楢川保育園建設に係る木造公共施設整備事業補助金、それから社会福祉法人による

保育園の施設整備に係る安心こども基金事業補助金などの減額でございます。それから４１ページ、お願いした

いと思いますが、備考欄の上から５つ目、６つ目の介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金の減額。次に決算書

４４、４５ページをごらんいただきたいと思います。中ほどになりますが３項委託金１目総務費委託金４節選挙

費委託金ですが、２３年度に実施した県議会議員選挙委託金の減額。それから衆議院議員選挙委託金の増加など

が主な原因でございます。 

続きまして、同じページの１６款財産収入ですが、収入済額は前年度より５，９９６万円余、３４％の減少と

なりました。これは２３年度に中央区銀座の市有地の売払収入があったことによるものでございます。 

次に決算書４６、４７ページをごらんいただきたいと思います。１７款寄付金は、収入済額は前年度より１億

２，０９８万円余の増加となりました。 

それから１８款繰入金ですが、収入済額は前年度より６，５９８万円余、３２．４％の減少となりました。こ

れは北小野定住促進住宅建設費に係る財産区繰入金の減少によるものです。 

次に決算書４８、４９ページをごらんいただきたいと思います。１９款繰越金ですが、収入済額は前年度より

１億５，４０６万円余、２１％の増加となりました。備考欄にあります前年度繰越金と繰越明許費繰越金は決算

説明資料の４ページを見ていただきまして、一般会計の右上になります。２３年度の翌年度へ繰り越すべき財源、

１億９，０５７万円余と、その横になりますが、実質収支額６億９，８６８万円余の合計となります。 

それでは、決算書の４８、４９ページに戻っていただきまして、２０款諸収入ですが、収入済額は前年度より

２億２，６６７万円余、１０．５％の増加となりました。この増加の要因につきましては、決算書５７ページの

備考欄上から５つ目のとこを見てもらいたいと思いますが、丸ポツ、決算剰余金（旧塩尻・朝日衛生施設組合分）
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の増加によるものでございます。 

次に決算書５８、５９ページをお願いしたいと思います。２１款市債ですが、収入済額は前年度より９，７８

１万円余、４．３％の増加となりました。決算説明資料２８、２９ページを見ていただきたいと思いますが、起

債借入状況がありますので御確認ください。 

それでは、最後になりますが、決算書６２、６３ページをごらんいただきたいと思います。平成２４年度一般

会計の歳入合計の収入済額は、市税等の確保と有利な起債の活用に努めました結果、前年度より３．７％の減少

となりました。雑駁ですが、以上をもちまして歳入につきまして説明を終わります。 

○委員長 それでは今、歳入全般について説明を受けましたが、質疑を行います。委員の皆さんから質問ありま

したらお願いします。 

○柴田博委員 最後のほうの説明で５７ページの旧塩尻・朝日衛生施設組合の決算剰余金ですけれども、先ほど

歳出のほうのところで出て来た朝日村への決算剰余金精算金というのは３２０万円余で、そのときの説明で５，

８３９万円っていうふうに説明があったと思うんですけど、それと今ここに出ている１億１，６００万円余とい

うのは、それはどういう関係になるわけですか。 

○生活環境課長 この決算剰余金の１億１，６００万円余とですね、何ページだったでしょうか。 

○柴田博委員 １５１ページ。 

○生活環境課長 歳入のもう１点、ごみの塩尻・朝日分ということで、歳入のごみ処理、ちょっと済みません、

手数料収入のところでございますが、５１ページでございます、５１ページ。 

○柴田博委員 ３１ページじゃなくて。 

○生活環境課長 ええ、５１、申しわけないですね。５１ページじゃないな。済みません、３１ページです。３

１ページの中段の廃棄物処理手数料（旧塩尻・朝日衛生施設組合分）、この１，３００万円余と今の１億１，６０

０万円何がしが、基本的には旧朝日村、塩尻朝日から入ってくる、塩尻に入った余剰金でございます。これから

歳出のいわゆる先ほどの七千六百何万円を引きまして、残った金額を朝日と塩尻に分けたと、こういうことでご

ざいます。 

○柴田博委員 今のはわかりました。それで、今の３１ページのところの廃棄物処理手数料で下から３行目のと

ころには７，９００万円余が書いてあって、一番下の行は旧塩尻・朝日の分ということなんですけど、その７，

９００万円余のほうっていうのは、どういうやつですか。 

○生活環境課長 ４月１日から合併しまして、広域施設組合になりました。皆さんの御家庭から出ている埋立ご

みと可燃ごみの袋の代金がありますね。これが７，９００万円余、４月から３月までの売上金でございます。 

○柴田博委員 この分が前年までは塩尻・朝日で収入になっていたやつが、２４年から塩尻市の収入になったっ

ていう、そういうことでいいんですか。 

○生活環境課長 そのとおりでございます。 

○柴田博委員 それと、説明資料の１２１ページのところに普通会計の部分ですけど、歳入の内訳が書いてある

んですが、そこに手数料のところで前年と比べて１７５．９％ってなってるんですけど、これは今の分と考えて

いいわけですか。これだけ前年に比べてふえてるっていうのは。 

○財政課長 ええ、手数料の２４年度決算、前年度に対しまして大きくふえておりますのは、今言った廃棄物処
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理手数料の皆増というものが主な要因になっております。 

○柴田博委員 いいです。 

○委員長 ほかにございますか。 

○副委員長 ４７ページなんですが、市有林の市有林立木等売払収入ってあるんですが、今なかなか木を売って

もこんなにお金になるのは相当面積を売ってるのかなって思ったんですが、どのくらいの面積で、どこにそんな

あれがあったかちょっと教えてください。勘違いしてるんなら勘違いですって言ってください。 

○委員長 勘違いってことはない。書いてあるだ。どこの担当だな。 

○会計担当課長 現在手元に資料がございませんので、確認をしまして報告させていただきます。 

○委員長 ほかにございますか。 

○副委員長 もう１つお願いします。決算説明資料の中の１０ページで、市税不納欠損総括表っていうのがあり

まして、不納欠損するのはこういう場合ですよっていうことがよくわかるわけなんですが、相当塩尻市の場合は

収納課もつくりながらですね、努力されてると思うんですが、他市は大体どのくらいの不納欠損やってるのか、

ちょっとそこら辺をまず教えていただきたいと思います。 

○収納課長 他市の不納欠損の状況でありますが、人口的に大体近いとこですけども千曲市、千曲市は７，２０

０万円余、茅野市にあっては１億６，７００万円余、伊那市が４，２００万円、諏訪市が６，８００万円、岡谷

市が５，４００万円ほどでございます。 

○副委員長 今、１７市の中で同じような自治体をあげると、そうとうどこも不納欠損、私どもより多いわけで

ございますが、収納率を上げるにですね、どんな努力をされてるんですか。これだけやっぱほかの市に比べると

いいってことはですね、相当努力されてるのか、こんなようなことを工夫してますよっていうようなことがあっ

たら教えてください。 

○収納課長 私どもの収納課では、税の公平性から、限られた人数ではありますが差し押さえの強化、延滞金の

完全徴収を目指して財産調査等もやっております。以上でございます。 

○副委員長 よくわかりました。またぜひ、要はですね、これも生活保護や何かと同じでですね、大阪なんかで

も結構脱法してですね、そして、生活保護をもらってるというようなこともありますので、ここら辺も不納欠損

されるに当たってですね、やっぱり絶対にそういうことはないとは思われませんので、今回、塩尻はないとは固

く信じてますが、そういうことのないようしっかりチェックをお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長 要望でいいね。 

○副委員長 ええ。 

○委員長 ほかにございますか。 

○山口恵子委員 今の関連ですけれども、この表を見ますと件数は２，９９９件でありますが、実人数は１，１

５３人っていうようなことのようですけれど、生活保護とかで対応できなく制度のはざまに入ってしまって、結

果的に１人の人が何件も抱えてしまってるっていうような状況があるのか、その辺おわかりになったらお聞きし

たいと思います。 

○収納課長 生活保護の件数におきましては、そのうち１３５件、金額にいたしまして８８万３，０００円余で

ございます。人数にいたしましては９人ということでございます。 



 54 

○山口恵子委員 １人の人が幾つもの税金の滞納が重なってるっていうような本当に厳しい現状がある中で、や

っぱりこういった状況をつくらないように事前で手が打てればいいんですけれども、今後こういうことを防いで

いくっていうような可能性としては、いかがなもんでしょう。社会的には、経済的にも雇用がなかったりとか、

厳しい状況もあり、なおかつ高齢化になって来てるっていうような状況もあるんですけれども、その点どのよう

に感じてらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。 

○収納課長 不納欠損に至るまでの取り組みと経過をお話をさせていただきますけれども、督促状発付後２０日

を経過いたしますと、職員による訪問催告や催告書を発送し、自主納税を促しております。その上で滞納者に対

しては財産を調査し、財産があれば差し押さえをして税に充当しております。また差し押さえできる財産のない

滞納者は、滞納処分の停止、執行停止をいたしまして３年間収入等の回復の状況を見ます。税金には５年の消滅

時効があります。執行停止をして３年が到来する前に税の５年時効が到来するものは、時効を理由にして不納欠

損になります。また執行停止状態が３年間継続した場合は、時効を待たずに不納欠損となります。以上、簡単で

すが。 

○総務部長 状況をさ。 

○収納課長 不納欠損の状況ですか。 

○総務部長 それの見通しさ、見通し、どう考えているのかということ。 

○収納課長 申しわけございません、昨年度と比べては不納欠損は減っております。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。よろしいですか。 

 ないようですので、質疑を終了します。討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１号平成２４年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について、当委員会に

付託された部分については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１号平成２４年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定については、全員一致を

もって認定すべきものと決しました。 

 きょうの日程は、ここまでにしたいが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、あすまた１０時開会でございますので、よろしくお願いします。きょうは、大変御苦労さ

までございました。 

午後４時２５分 閉会 

 

平成２５年９月１２日（木） 

  委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 

 

総務環境委員会委員長  古畑  秀夫  印 


